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「平成 23 年度版 岐阜県森林づくり基本計画に基づく

施策の実施状況報告書」の刊行にあたって

岐阜県知事 古田 肇

本県では、平成 18 年 5 月の「第 57 回全国植樹祭」の開催にあわせて、「岐阜県森林づ

くり基本条例」を施行し、新たな森林づくりを進めることを全国に向けて宣言しました。

そして、基本条例の理念である「長期的展望と県民協働による持続可能な森林づくり」を

具体化するため、「岐阜県森林づくり基本計画」を策定し、路網の整備や高性能林業機械の

導入による低コスト林業や、合板工場等、木材の品質に応じた加工体制の整備、さらには

県産材住宅の建設促進等を計画的に進め、｢植えて、育てる｣から｢伐って、利用する｣まで

の｢生きた森林づくり｣の実現を図ってまいりました。

平成 24 年度から新たに取り組む「第二期岐阜県森林づくり基本計画」では、これまで

の取り組みを検証し、社会情勢の変化を的確に捉えたうえで、森林づくりの第二ステージ

として、｢生きた森林づくり｣を引き続き推進するとともに、身近な里山林や水源林の整備

等、環境を重視した森林を守って、活かす「恵みの森林づくり」に取り組んでいきます。

そのための財源として、平成 24 年度から新たに導入させていただきました｢清流の国ぎふ

森林・環境税｣を活用させていただきます。

また、本年は、平成 18 年の「第 57 回全国植樹祭」、平成 22 年の「第 30 回全国豊かな海

づくり大会」で築いてきた「清流の国ぎふづくり」の集大成として、｢ぎふ清流国体｣、「ぎ

ふ清流大会」を開催します。清流の源は言うまでもなく豊かな森林であり、県民共有の財

産である本県の豊かな森林を、次の世代へ健全な状態で引き継いでいくことは我々の責務

であります。

本報告書は、基本計画に基づき行ってきた施策の成果を、様々な指標を用いてわかりや

すく説明しています。多くの県民の皆様に読んでいただくことで、森林の重要性について

理解を深め、今後も森林づくりや木材の利用について一層のご支援を期待するものであり

ます。

最後に、本報告書の作成にあたり、「木の国・山の国県民会議」や「木の国・山の国 1000

人委員会」の委員をはじめ、多くの県民の皆さんから貴重な意見を賜りましたことに深く

感謝申し上げます。
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施策の実施状況とその評価、森林・林業をめぐる情勢の変化等を踏まえ、平成 23 年度に基本

計画を見直しました。

計画の見直しにあたっては、木の国・山の国県民会議、木の国・山の国 1000 人委員会をはじ

め森林・林業関係団体、ＮＰＯ・ボランティア団体等を通じて、様々な地域や立場の方々のご意

見を反映しました。

ⅠⅠ ははじじめめにに

Ⅰ－１ 報告書の位置付け

県では、平成 18 年度に策定した、「岐阜県森林づくり基本計画（H19～H23）」に基

づき、県、市町村、林業・木材産業関係者、森林づくり活動団体、県民等が、連携・協

力しながら、それぞれの役割を果たしていただくことにより、森林づくりに関する施策

の総合的な推進を図っています。

この報告書は、岐阜県森林づくり基本条例第 12 条第８項の規定により、基本計画に

基づく施策の実施状況について、毎年度、県議会に報告し、その結果を公表するために

作成したものです。

１ 施策の実施状況の報告・公表

市町村

２ 計画の推進と評価・見直しの仕組み

市町村

岐阜県森林づくり基本計画

・森林づくりの方向性

・基本的施策、具体的施策

・目標数値（ｱｳﾄｶﾑ指標）等

施策の実施

・県民協働

・市町村、国との連携

・既存制度の活用 等

施策の改善・見直し

・施策の見直し、目標数値の修正

（情勢の変化、新たな課題への対応）

・新たな施策の展開 等

施策の点検・評価

・施策の実施状況の報告・公表

「岐阜県森林づくり報告書」

・わかりやすい評価手法の検討 等

Plan 
Do 

CheckAction

県 議 会

木の国・山の国県民会議

木の国・山の国 1000 人委員会

森林・林業関係団体、NPO、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体

県 民

市町村森林管理委員会
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Ⅰ―２森林づくりの目指す姿と施策展開の全体像

・県民の多様な
森林に対する
要請

・気象災害、病害虫被
害等の自然災害の多
発
・林業の不振、生活様

式の変化による未手
入れ森林の増加
・違法開発等による森

林環境の悪化
・森林の公益的機能

の低下

●森林環境教育の推進、県民との協働による森林づくりの推進

◆「緑の子ども会議」等による森林環境教育の推進、学校林整備

◆「ぎふ山の日」 「木の国・山の国県民運動」の展開 等

●技術者及び担い手の育成・確保、地域が主体となった森林づくりの支援、

技術の向上及び普及

◆緑の雇用対策・きこり養成塾

◆高性能林業機械による伐採専門チームの養成

◆市町村森林管理委員会（仮称）の設置 等

・森林技術者の
減少

・高齢化
・所有者の森林

離れ 

地域が主体となった森林づくり組織の設置市町村数

●災害に強い森林づくりの推進

◆治山対策の推進 ◆針広混交林等の整備 ◆間伐の推進 等

●森林の適正な管理、森林空間の利用の促進

◆保安林・林地開発許可制度の適切な運用 等

健
全
で
豊
か
な
森
林
づ
く
り
の
推
進

（現状） （５年後） （１０年後） （３０年後）

12,800ha/年 →14,800ha/年 → 11,000ha/年 → 7,000ha/年

（現状） （５年後） （１０年後） （３０年後）

60.4% → 63.7% → 66.2%   → 76.3% 

山地災害危険地区における治山工事の着手率

間伐の実施面積森
林
環
境
の
悪
化
が
進
行

●効率的な森林施業の実施

◆森林施業の団地化 ◆林内路網整備 ◆高性能林業機械導入 等

●県産材の利用の拡大、森林資源の有効利用の促進

◆流通の合理化、製材加工の効率化 ◆販路拡大

◆B・C材（小曲り材､短材等）の利用拡大 ◆県産材住宅の建設促進 等

【うちＡ材】 ２９万m3/年→ ３４万m3/年→ ４０万m3/年→ ６５万m3/年
【うちＢ･Ｃ材】 ２万m3/年→ ６万m3/年→ １０万m3/年→ ３５万m3/年

（現状） （５年後） （１０年後） （３０年後）

31万m3 /年 → 40万m3/年 → 50万m3/年 → 100万m3/年

（現状） （５年後） （１０年後） （３０年後）

1,500戸/年 → 1,800戸/年 → 2,100戸/年 → 3,200戸/年

県産材住宅の建設戸数

素材（丸太）の生産量

【注】Ａ材（直材）、Ｂ材（小曲り材、短尺材）、C材（大曲り材、虫食い材）

林
業
及
び
木
材
産
業
の
振
興

（現状） （５年後） （１０年後） （３０年後）

１８ﾁｰﾑ → ３５ﾁｰﾑ → ５０ﾁｰﾑ → １４０ﾁｰﾑ

高性能林業機械による伐採専門チーム数

（現状） （５年後）

２市 → 34市町村（森林を有する県内市町村）

人
づ
く
り
及
び
仕
組
み
づ
く
り
の
推
進

木
材
産
業
の
不
振

森
林
の
荒
廃

活
力
の
低
下

・複雑な流通
・消費者ニーズへ

の対応の遅れ 
・小規模な木材

加工

・小規模で効率の
悪い森林経営

・林道等生産基盤
の整備不足
・外材との価格競

争による材価の
低迷

現 在 主な取り組み

・天然林・人工林
とも成長段階の
森林が多い

支える

林
業
の
不
振
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総合的に実施する
プロジェクト

県民やボランティア

・ＮＰＯ・企業等の

理解により豊かな森

林が守られる

間伐等により健全な

森林が育成・保全さ

れ森林の公益的機能

が十分に発揮される

針広混交林等、多様

な森林が形成され、

豊かで潤いある環境

が創出される

資源として成熟

し、安定的に木

材が供給される

Uターン・I ターン

等により優秀な森

林技術者が育成・

確保される

安定した木材生産とニー

ズに合った効率的な製品

の 流 通 ・ 加 工 に よ る 林

業・木材産業の振興を通

じて地域が活性化される

自立した林業経営を

通じて、健全な森林

が維持される

木
材
産
業
の
振
興

地
域
の
活
性
化

林
業
の
自
立

手
入
れ
が
さ
れ
た
森
林

健
全
で
豊
か
な
森
林
環
境
の
保
全

環
境
的
に
も
経
済
的
に
も
持
続
可
能
な
森
林
づ
く
り

将 来
（３０年後）

県産材流通改革
プロジェクト

○県産材の生産・

流通・加工段階

の改革

○未利用材の利用

拡大

ぎふの木で家づくり
プロジェクト

○消費者、工務店

に木の良さをPR

○県産材利用の

ネットワーク化

○県産材を利用し

た家づくりを促進

健全で豊かな森林
づくりプロジェクト

○500ha程度のﾓﾃﾞﾙ

団地

○環境林と生産林の

区分

○低コストで安定的な

木材生産を目指す

県民協働による森林
づくりプロジェクト

○「木の国・山の国県

民 運 動 」 の 展 開 や

「市町村森林管理委

員会（仮称）」の設置

促進により、県民協

働による森林づくり

体制を構築
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３ 林政年表（１年の動き）

年月日 内 容

４月 13 日(水) 「東白川村森林づくり委員会」が設立されました。

東白川村森林整備計画の策定に向けた合意形成や、森林づく

り全般を協議する「東白川村森林づくり委員会」が設立されま

した。

４月 22 日(金) 「森林法の一部を改正する法律」が公布されました。

「森林・林業再生プラン」の実現に向けた森林計画制度の見

直し等を内容とする改正森林法が公布されました（平成24年4

月1日施行）。

５月１日(日) 「ぎふの木・つかい隊」を結成しました。

「ぎふの木づかいＰＲ大作戦」の

一環として、県産材利用の意義を普

及啓発する「ぎふの木・つかい隊」

を結成しました。

５月 20 日(金）～ 「施業プランナー養成基礎研修」を開催しました。

H24 年２月 29 日(水）

森林組合、林業事業体、建設業関

係職員18人を対象に、提案型施業等

に関する人材育成研修を、岐阜県立

森林文化アカデミー等において開催

しました。

５月 21 日(土） 「第 57 回全国植樹祭５周年記念大会」を開催しました。

下呂市の皇樹の杜で「第57回全国植

樹祭５周年記念大会」を開催し、県

内外の林業者や小学生等、約2,000人

の皆様に参加いただきました。

平成 23 年

第 57 回全国植樹祭 5 周年記念大会(下呂市)

「ぎふの木・つかい隊」結成(岐阜市)

施業プランナー養成基礎研修（美濃市）
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５月 21 日(土） 県下２箇所目となる「魚つき保安林」を下呂市で指定しました。

下呂市馬瀬地内の馬瀬川沿いにあ

る森林（約79ha）を、県下で２箇所

目となる魚つき保安林に指定しまし

た。

６月７日(火） 「緑の担い手参入研修（第１回）」を開催しました。

～30 日(木） 新たに林業への就業を希望する方

７人を対象に、岐阜県立森林文化ア

カデミー等において開催しました。

６月 24 日(金） 東日本大震災被災地へ木の楽器を寄付しました。

「第 57 回全国植樹祭５周年記念大

会」で使用した「木の楽器」300 個

を、参加者の皆様のご厚意により、

宮城県多賀城市へ被災地支援の物資

として寄付しました。

６月 24 日(金）～ 「施業プランナーステップアップ研修」を開催しました。

～H24 年２月９日(木）

施業プランナー養成基礎研修の修

了者を対象に、スキルアップを図る

ための研修を岐阜県立森林文化アカ

デミー等において開催しました（修

了者８人）。

緑の担い手参入研修（美濃市）

木の楽器を寄付（宮城県多賀城市）

魚つき保安林(下呂市)

施業プランナーステップアップ

研修（美濃市）
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７月 12 日(火) 「ひだ森林整備協同組合」が設立されました。

建設業者の本格的な林業参入に向けた体制を強化するため、

飛騨市内の建設会社10社と飛騨市森林組合からなる「ひだ森林

整備協同組合」が設立されました。

７月 12 日(火） 県森林研究所が「研究・成果発表会（第 1 回）」を美濃市で開

催しました。

林業関係者等、120人を対象に、「ク

マハギ防止資材によるシカハギの防

止効果」等、５つのテーマで発表を

行いました。

７月 18 日(月) 「恵みの森づくりコンソーシアム」設立総会を開催しました。

環境保全を重視した新たな森林づ

くりや森林利用を進めるため、民間

企業やＮＰＯ等24者の賛同により、

岐阜市内で設立総会を開催しました。

７月 21 日(木） 「平和の森・池田」の協定を締結しました。

株式会社平和堂、池田町、六之井

生産森林組合、藤代生産森林組合、

岐阜県との間で、池田町藤代地内及

び片山地内の民有林2.4haを対象と

した森林づくり協定を締結しました。

７月 30 日(土） 六本木ヒルズ森を考えるワークショップ「打ち水用桶を作

～31日(日） ろう！」を開催しました。

東京都港区の六本木ヒルズにおい

て、恵みの森づくりコンソーシアム

１番目の事業となるワークショップ

を開催し、約200組の親子に参加いた

だきました。

協定締結式（池田町）

研究・成果発表会（美濃市）

打ち水用桶を作ろう！（東京都）

設立総会（岐阜市）
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７月 31 日(日) 「岐阜県総合移住相談会 in 名古屋」において就業相談を実施

しました。

岐阜県林業労働力確保支援センタ

ーと連携し、「岐阜県総合移住相談会

in名古屋」へ参加し、９人から林業

への就業に関する相談を受けました。

８月７日(日） 「ぎふ山の日フェスタ２０１１」を開催しました。

「山を"楽しむ"、"親しむ"、"感じ

る"、"味わう"、"伝える"」をテーマ

に、ＪＲ岐阜駅北口駅前広場、アク

ティブＧ２階ふれあい広場において

体験イベントを開催し、約2,200人の

皆様に参加いただきました。

８月 22 日(月） 「高性能林業機械オペレーター養成研修（第１回）を開催し

～９月９日(金） ました。

いび森林資源活用センター協同組

合の森林技術者４人を対象に、揖斐

郡揖斐川町内の現場等において、高

性能林業機械オペレーター養成研修

を開催しました。

９月５日(月） 「緑の担い手参入研修（第２回）」を開催しました。

～30 日(金） 新たに林業への就業を希望する方

３人を対象に、岐阜県立森林文化ア

カデミー等において開催しました。

緑の担い手参入研修(美濃市)

ぎふ山の日フェスタ 2011（岐阜市）

高性能林業機械オペレーター

養成研修（揖斐川町）

岐阜県総合移住相談会 in 名古屋（名古屋市）
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10 月 22 日(土） 「森と木とのふれあいフェア 2011」を開催しました。

～23 日(日） 県庁前芝生広場において開催し、

県内外から６万人の皆様に参加いた

だきました（第 25 回岐阜県農業フェ

スティバルと同時開催）。

10 月 24 日(月） 「地域森林管理・経営に関する研修会（フォレスター研修）」

～28 日(金） を開催しました。

ドイツから林業経営の専門家であ

るフォレスターやオペレーターを講

師として迎え、高山市内において、

森林・林業関係者 40 人を対象に研修

会を開催しました。

11月10日（木） 里山整備研修会「粗朶
そ だ

生産研修」を開催しました。

大垣市において里山整備研修会

「粗朶生産研修」を開催し、５人の

方に参加いただきました。

11月23日(水） 第50回農林水産祭（林産部門）で、伊藤林産（有）（中津川市）

が内閣総理大臣賞を受賞しました。

農林水産省と（財）日本農林漁業振興会が共催する第50回農

林水産祭（林産部門）において、伊藤林産（有）が天皇杯等三

賞のひとつである「内閣総理大臣賞」を受賞しました。

11月24日（木） 「ぎふの木のおもちゃカタログ」を作成しました。

岐阜県産の間伐材を活用したおも

ちゃの販路開拓を図るため、県内の

幼稚園・保育園や各種イベント等で

配布する「ぎふの木のおもちゃカタ

ログ」を作成しました。

フォレスター研修(高山市)

森と木とのふれあいフェア 2011
(岐阜市)

ぎふの木のおもちゃカタログ

粗朶生産研修（大垣市）
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11 月 28 日(月） 「高性能林業機械オペレーター養成研修（第２回）を開催し

～12月16日(金） ました。

陶都森林組合の森林技術者６人を

対象に、多治見市内の現場等におい

て、高性能林業機械オペレーター養

成研修を開催しました。

12 月４日(日) 「森林
も り

の仕事ガイダンス」において就業相談を実施しました。

岐阜県林業労働力確保支援センタ

ー、林業事業体４者と連携し、「森林

の仕事ガイダンス」へ参加し、30人

から林業への就業に関する相談を受

けました。

12 月 14 日(水） 「岐阜県木造住宅アドバイザー」を認定しました。

県産木材の良さを活かした木造住宅の提案や、木造住宅に関

する相談や要望に応じられる人材として、29 人を新たに「岐

阜県木造住宅アドバイザー」として認定しました。

12 月 15 日(木） 「清流の国ぎふ森林・環境税」の導入が議決されました。

豊かな自然環境の保全と再生に向けた取り組みを推進する

ための「清流の国ぎふ森林・環境税」関係条例案が議決され、

平成 24 年４月１日から施行されることとなりました。

１月 29 日(日) 「岐阜県総合移住相談会 in 名古屋」において就業相談を実施

しました。

岐阜県林業労働力確保支援センタ

ーと連携し、「岐阜県総合移住相談会

in名古屋」へ参加し、９人から林業

への就業に関する相談を受けました。

高性能林業機械オペレーター

養成研修（多治見市）

平成 24 年

岐阜県総合移住相談会 in 名古屋（名古屋市）

森林の仕事ガイダンス（名古屋市）
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２月３日(金) 「七宗町森林管理委員会」が設立されました。

「七宗町森林整備計画」及び森林経営計画の策定に向けた合

意形成を図るため「七宗町森林管理委員会」が設立されました。

２月８日(水) 「林業普及活動実績発表大会」及び森林研究所「研究・成果発

表会（第２回）」を開催しました。

林業関係者等、210人を対象に、森

林施業集約化等に関する５つの林業

普及実績発表及び「路網開設による

濁水流出の防止対策」等２テーマで

発表を行いました。

２月 13 日(月) 「土岐市森林づくり会議」が設立されました。

人工林の計画的な木材生産と適正

な森林管理との両立を目指す「土岐

市森林づくり会議」が設立されまし

た。

２月 14 日(火) 「可児市森林管理委員会」が設立されました。

森林の公益的機能の発揮に向け、関係者の意見を反映させな

がら森林整備について協議する「可児市森林管理委員会」が設

立されました。

２月15日（水） 里山整備研修会「マイタケ原木栽培研修」を開催しました。

岐阜県立森林文化アカデミーにおいて里山整備研修会「マイ

タケ原木栽培研修」を開催し、26人の方に参加いただきました。

２月26日（日） 「森・川・海ひだみの流域シンポジウム」を開催しました。

森・川・海の環境保全に貢献する

流域活動等を報告するシンポジウム

を大垣市内で開催し、県内外から約

200人の皆様に参加いただきました。

林業普及活動実績発表大会（美濃市）

土岐市森林づくり会議（土岐市）

森・川・海ひだみの流域

シンポジウム（大垣市）
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２月 29 日(水）、 「公共施設木造化研修会」を開催しました。

３月１日(木）、 「大規模木造公共施設の建築にかかる低コストマニュア

３月６日（火） ル」に関する研修会を県内３地域（飛騨、東濃、岐阜）で開催

し、県内外から193人の方に参加いただきました。

３月２日(木） サントリー「天然水の森 ぎふ東白川」の協定を締結しました。

サントリーホールディングス株式

会社、東白川村、岐阜県との間で、

東白川村神土地内の村有林167haを

対象とした森林づくり協定を締結し

ました。

３月２日(木） 「東白川村新巣地域森林整備推進協定」を締結しました。

中部森林管理局長と知事とによる

「岐阜県における健全で豊かな森林

づくりの推進に関する覚書」に基づ

いて、岐阜森林管理署、東白川村、

東白川村森林組合、岐阜県との間で

民有林と国有林の関係者が連携・協

力して森林整備に取り組むための協

定を締結しました。

３月17日（土） 里山整備研修会「木の駅プロジェクト勉強会」を開催しました。

恵那市において里山整備研修会

「木の駅プロジェクト勉強会」を開

催し、19人の方に参加いただきまし

た。

３月22日（木） 「第二期岐阜県森林づくり基本計画」が議決されました。

「恵みの森林づくり」と「生きた森林づくり」を今後５年間

の施策の柱とする基本計画が新たに策定されました。

協定締結式（東白川村）

協定締結式（東白川村）

木の駅プロジェクト勉強会（恵那市）
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ⅡⅡ 平平成成２２３３年年度度施施策策のの実実施施状状況況
１ 健全で豊かな森林づくりの推進

（１）災害に強い森林づくりの推進

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

県民の生命・財産を守るためには、森林の持つ多面的機能のうち、特に土砂災害、

洪水等の「災害の防止機能」を、高度に発揮させていく必要があります。

しかし、木材価格の低迷や労働賃金の上昇等により採算が合わず、森林所有者の

経営意欲が減退し、手入れがされず放置されている森林が増加することで、森林の

持つ多面的機能が低下することが懸念されています。

そのため、豪雨等により山地災害の発生する危険性の高い箇所では治山事業を、

機能が低下している人工林については間伐を推進するとともに、森林所有者自らに

よる「多様な森林づくり」を促進する施策を展開します。

○森林計画制度の定着

・ 平成 23 年４月に改正された森林法に基づき、飛騨川森林計画区の地域森林計画を

樹立するとともに、木曽川、揖斐川、宮・庄川、長良川の各森林計画区の地域森林

計画を変更しました。また、市町村が策定する市町村森林整備計画の図面化計画に

対応するため、県域統合型ＧＩＳによる環境整備、参考図面の提供を行いました。

○間伐対策の推進

・ 水源のかん養や災害の防止等、森林の持つ多面的機能が十分に発揮されるように、

特に整備が必要な人工林において、森林所有者や市町村が実施した 10,106ha の間伐

に対し助成しました。

・ 伐り捨て間伐から搬出間伐への移行を進めた結果、間伐材利用率は 28％となり、

前年度から８％増加しました。

・ 保全すべき機能が十分に発揮されて

いない保安林 301ha において、県は「治

山事業」による間伐(本数調整伐及び受

光伐）を実施しました。

・ 民有林約９万 ha を対象に、森林の現況調査、施業区域の明確化、歩道整備等、

間伐等の実施に必要不可欠な地域の取り組みに対して助成しました。

・ 間伐等の森林整備を進めるため、県は、林道 7,323ｍ、作業道（路）259,610ｍに

対し整備や助成を行いました。

造林補助事業による間伐 治山事業による間伐
（郡上市） （中津川市）
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・ 災害に強い作業道等の整備促進のため、林業事業体

や建設業者等を対象とした研修会を３回開催し、延べ

340 人が受講しました。

○治山事業の推進

・ 平成 23 年 8 月に岐阜・郡上・下呂、9 月に可茂・東

濃地域で発生した山地災害箇所等の復旧や、県が指定

した「山地災害危険地区」のうち、崩壊危険度が高く、

かつ生活への影響度が高い 176 箇所において治山事業

を実施しました。

また、治山事業を行う際には環境に配慮するととも

に、県産材を積極的に活用しました。

・ 既存の治山施設が効果的に機能しているかを確認す

るため、県内の治山施設 3,052 施設を、緊急的に点検

しました。

・ 治山事業に対する理解、防災意識の高揚を図るため、

中学生・地元住民を対象に治山工事見学会を白川町で

実施したところ、16 人が参加しました。

・ 砂防事業等と連携し、流域の一体的な整備を進める

「里山砂防」に、不動川（瑞浪市）等、４箇所におい

て取り組みました。

○多様な森林整備対策の推進

・ 森林所有者等が行った天然林の育成施業、複層林の

整備、針広混交林への誘導施業等、多様な森林整備

158ha に対して助成を行いました。

平成 22 年 7.15 豪雨災害による被災箇所の

復旧状況 (八百津町)

治山事業により保育園を保全（揖斐川町） 自然由来材料による復旧対策（高山市）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟによる施設点検(郡上市)

中学生の治山工事見学会（白川町）

作業道開設研修（美濃市）
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③目標値の達成状況

項 目 区分(単位)
基準年

(H17)
H19年度 H20年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 5年後(H23)

間伐実施面積
目標(ha／年) 12,800 15,200 15,500 15,700 14,000 14,000 14,800(目標)

実績(ha／年) 12,971 14,559 14,428 14,373 14,284 11,895 －

山地災害危険地区

治山工事着手済地区

数

実績（箇所） 3,953 3,986 4,046 4,096 4,138 4,166 4,168(目標)

山地災害危険地区

治山工事着手率
実績（％） 60.4 61.0 61.9 62.6 63.3 63.7 63.7(目標)

針広混交林・複層林

整備面積
実績(ha) 13,380 15,144 15,767 16,582 17,300 17,458 18,400(目標)

※間伐実施面積のうち、年度別目標値は「新緊急間伐推進五カ年計画（H17～H21）」、「岐阜県間伐推進加速化計画

（H22～H26）」に基づく数値

8.22～25、9.19～21 豪雨災害の被害状況と復旧対策

森林には山崩れを防ぐ働きがありますが、8.22～25 の各務原市、郡上市及び下呂

市や 9.19～21 の御嵩町、多治見市を中心に発生した豪雨災害では、森林の働きを超

える多量の降雨（1 時間に 70mm 以上）があったため、山崩れ等の山地災害が県下で

101 箇所発生しました。

平成 23 年度には、山地災害箇所のうち緊急に復旧対策を行う必要がある箇所にお

いて、災害関連緊急治山事業や緊急県単治山事業等を有効に活用し復旧対策を実施し

ています。

災害状況(H23.8) （下呂市）

復旧状況（多治見市）

災害関連緊急治山事業実施箇所
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④新たな課題

・課題-1：市町村森林整備計画が実効性のある地域のマスタープランとなるよう今後

とも計画（ゾーニング等）の精度を高めるとともに、森林計画制度（伐採届出制度

等）の適切な運用について支援を行っていく必要があります。

・課題-2：市町村森林整備計画に適合するとともに、将来目標とそれに応じた施業指

針を明確にした森林経営計画の策定を促進する必要があります。

・課題-3：資源循環型の生きた森林づくりを進めるため、県内では、伐り捨てを主体

とした間伐から搬出間伐への移行が進みつつありますが、その取り組みは地域によ

って差が生じています。

・課題-4：利用期を迎えた人工林資源を活かしつつ持続的な森林経営を進めるため、

平成 23 年度から、国は原則として搬出・利用を伴う間伐への補助に限定しました。

しかし、地形や気象等の条件が厳しく、搬出間伐が困難な森林は国庫補助事業を活

用できないため、県独自の対策が必要です。

・課題-5：近年、短期的・局地的豪雨等による自然災害が発生しているため、山地災

害で被災した箇所の早期復旧を行い、二次災害防止を図る必要があります。

また、平成 23 年度までに実施した既存治山施設の緊急点検の結果、補修が必要な

施設もあります。

治山施設の破損状況（垂井町） 
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⑤平成２４年度以降の対応

・対応-1：市町村森林整備計画の策定にあたっては、参考図面の提供、県域統合型Ｇ

ＩＳの操作研修等を行うとともに、森林計画制度の運用にあたっては市町村と連携

した指導等により適切な運用を図ります。

・対応-2：森林経営計画の策定にあたっては、必要な森林情報の提供、施業プランナ

ー養成研修の開催等を通じて実効性のある計画の策定を促進します。

・対応-3：「木材生産林」では「森林経営計画」の策定を促進し、その確実な実行を通

じた計画的かつ効率的な搬出間伐を支援します。また、地域の実情に対応可能な高

性能林業機械のオペレーターを養成し、省力的な木材生産ができる体制づくりを支

援します。

・対応-4：重要な水源林や渓畔林、奥山林では、「清流の国ぎふ森林･環境税」を活用

し、伐り捨て間伐による針広混交林化を図る等、適切な森林整備を促進します。

・対応-5：岐阜・郡上・可茂・東濃・下呂地域の山地災害箇所の復旧を優先させつつ、

過去において被災した箇所の森林への復旧を図ります。

また、既存治山施設の緊急点検結果に基づき、計画的な補修を実施するとともに、

概ね５年サイクルで治山施設を点検する業務を開始します。

治山施設の補修

(垂井町)
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（２）森林の適正な保全

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

○森林の適正な管理

・ 平成 23 年４月に森林法が改正されたことに伴い、平成 24 年４月から開始される

森林の所有者届出制度の周知を図りました。

・ 重要な水源林等保全すべき森林について、市町村森林整備計画に施業方法ととも

に位置づけられました。

・ 多面的機能を特に発揮させる必要のある森林を保安林に指定するとともに、その

保全と適切な森林施業を行う「保安林制度」の適正な運用に努めました。

・ 森林を乱開発から守り、適正な利用を図ることを目的とする「林地開発許可制度」

の運用に努めました。

・ 違法開発や違法伐採等、法律に反する行為を防止する

ため、県の職員が林地開発事業地や森林への入り口とな

る道路沿いで「森林パトロール」を実施しました。

・ 各農林事務所において、ホームページで林地開発許可

制度や保安林制度の概要説明・注意喚起を促す等の「森

林の不適正事案１１０番」を継続して実施しました。

県民の生活環境の保全や生物多様性の確保を図るためには、保安林制度、林地開

発許可制度、自然公園制度等、法律に基づく各種制度を適切に運用し、森林の適正

な保全に努める必要があります。

しかし、現実には、県内の森林において産業廃棄物の不法投棄、保安林内の違法

な伐採・開発、野生生物や病害虫等による森林被害が発生しています。

そのため、法律に基づく各種制度の普及・啓発を進めるとともに、制度の適切な

運用に努めます。

林地開発の状況（可児市）

森林パトロールの状況

(土岐市)
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・ 市町村や他の県関係機関との合同パトロールやパンフレットの配布等による「早

期発見・早期解消キャンペーン」を実施しました。

・ 森林法違反につながる事案の未然防止や治山施設の巡視・監視を行うため、23 名

の森林監視員を委嘱しました。

・ 自然保護員 13 名を委嘱し、自然公園（自然環境保全地域）内の風致景観（自然環

境）を保護しました。

・ 機能が十分に発揮されていない保安林 1,491ha を「特定保安林」に指定するとと

もに、間伐等の森林整備の実施により機能の回復に努めました。

・ FSC 森林認証(岐阜県グループ)の維持審査を受け、認証が引き続き有効であるこ

とが認められました。なお、維持審査により、東白川村森林組合の認証森林が 107ha

増えました。

○野生生物との共存

・ 第 11 次鳥獣保護事業計画（計画期間：平成 24～28 年度）

を策定し、わなによる捕獲従事者の要件を緩和する等、有

害鳥獣捕獲の許可基準を一部見直しました。

・ 最新の生息状況調査結果を反映し、ニホンカモシカの「特

定鳥獣保護管理計画」を改訂しました。（計画期間：平成

24～28 年度）

・ ニホンジカの個体数管理に向けた詳細な生息調査を行いました。

・ 生物多様性基本法に基づく地域戦略として「生物多様性ぎふ戦略」を策定しまし

た。

○森林被害対策の推進

・ 松くい虫被害の拡大防止のため、守るべき松林として指定した区域内において、

伐倒駆除や薬剤の樹幹注入等の防除事業 283㎥を実施しました。

・ カシノナガキクイムシの被害拡大を防止するため、予防

事業における粘着剤塗付を 415 本、その他の予防事業及び

駆除事業を 940㎥実施しました。また、被害の把握や対策

方法の普及を図るため、高山市で研修会を開催し、県・市

町村担当者 26 人が参加しました。

ニホンカモシカ

カシノナガキクイムシによる

ナラ枯れ被害（白川村）
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③目標値の達成状況

項 目
基準年

(H17)
H20.3 現在 H21.3 現在 H22.3 現在 H23.3 現在 H24.3 現在 備考（対 H17）

行政命令(※1)事案 ５件 ４件 ４件 ６件 ６件 ６件 ２件解消、３件追加

行政指導(※2)事案 ８件 ７件 ６件 ５件 ５件 ５件 ８件解消、５件追加

※１：森林法に基づく中止命令、復旧命令等 ※２：文書による指導事案

項 目
区分

(単位)

基準年

(H17)
H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 5年後(H23)

特定保安林面積 実績（ha） 2,122
9,852

(累計)

11,764

(累計)

14,251

(累計)

16,521

(累計)

18,012

(累計)
18,000（目標）

指定希少野生生物

の保護区の数

実績

(保護区)
5 5 5 5 5 5 7（目標）

森林認証取得面積 実績（ha) 6,274
17,257

（累計）

17,257

（累計）

21,924

（累計）

24,987

（累計)

25,094

(累計)
20,000（目標）

項 目

H18年度

被害実

損面積

H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度

被害実

損面積

被害対

策実績

被害実

損面積

被害対

策実績

被害実

損面積

被害対

策実績

被害実

損面積

被害対

策実績

被害実

損面積

被害対

策実績

松くい虫

被害
1,180ha 57ha 481m3 31ha 366m3 32ha 311m3 35ha 265m3 14ha 283m3

ｶｼﾉﾅｶﾞｷｸｲﾑ

ｼ被害
84ha 48ha 298m3 31ha

353m3

3,365

本

94ha

363m3

3,352

本

160ha
649m3

335 本
75ha

940m3

415 本

ツキノワグ

マ皮剥被害
115ha 371ha 165ha 54ha 201ha 112ha 400ha 23ha 303ha 20ha 176ha
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④新たな課題

・課題-1：森林法に基づく森林の所有者届出制度について、引き続き周知を図り、制

度を適切に運用していく必要があります。

・課題-2：特に重要な水源林等、保全すべき森林については、保安林の指定や公有林

化により、保全を強化する必要があります。

・課題-3：森林内における悪質な違法伐採や違法開発は、依然として毎年数件発生し

ており、これらを防止するためには、違法行為の早期発見・早期解消が求められて

います。

・課題-4：大面積伐採や乱開発が行われると、森林の公益的機能の低下により水資源

の枯渇や水質悪化、山地災害や下流部における水害の発生等が懸念されます。

・課題-5：近年、人と野生生物との軋轢が増していることから、野生生物の適正な保

護管理が引き続き必要です。

・課題-6：森林病害虫や獣害への対策を行っていますが、カシノナガキクイムシによ

るナラ枯れ被害や、ツキノワグマ、ニホンジカ、ニホンカモシカによる皮剥被害、

ニホンジカ、ニホンカモシカによる食害が発生していることから、引き続き対策が

必要です。
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⑤平成２３年度以降の対応

・対応-1：森林法に基づく森林の所有者届出制度の周知と適切な運用を図ります。

・対応-2：重要な水源林等、保全すべき森林については、保安林の指定や公有林化に

よる保全を図ります。

・対応-3：「保安林制度」、「林地開発許可制度」の周知や「森林パトロール」、「森林の

不適正事案１１０番」等の巡視活動等により、森林内での違法事案の予防や早期発

見・早期解消に努めます。

・対応-4：「清流の国ぎふづくり」に重要な役割を果たす、水源かん養保安林や魚つき

保安林に関して普及啓発や関係者との調整を進めることにより指定面積の拡大を図

ります。

・対応-5：ニホンジカの生息調査の結果を踏まえて、特定鳥獣保護管理計画を変更し、

個体数調整の捕獲等によりニホンジカの適正な保護管理を進めます。

また、鳥獣害対策の体制を強化するため、岐阜大学応用生物科学部附属野生動物

管理学研究センターに鳥獣害対策のシンクタンク機能を担う研究部門を開設しま

す。

・対応-6：カシノナガキクイムシの被害を防止するため、景観や環境の保全が必要な

森林において、樹幹注入(*1)や伐倒くん蒸処理(*2)等、様々な手法を組み合わせた

現場状況に応じた適切な防除対策を促進します。

獣害対策として、ツキノワグマ、ニホンジカの皮剥ぎから樹木を保護するための

テープ巻き、ニホンジカやニホンカモシカの食害から樹木を保護するための幼齢木

保護材や忌避剤の塗布等の対策について支援します。

また、「岐阜県鳥獣被害対策本部」において、庁内関係課、学識経験者と連携を図

りながら、効果的な防除事業を促進します。

(*1)予防対策の一つ。幹にドリルで穴を空け薬剤を注入する。従来の粘着剤の塗布よりも防除効果

が高い。

(*2)駆除対策の一つ。枯死した立木を玉切りし、薬剤を散布後ビニール等で被覆密閉して材内のカ

シノナガキクイムシを殺虫する。

幼齢木保護材（池田町）樹幹注入（白川村）
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森林の土地の所有者届出制度について

平成 23 年 4 月の森林法改正により、平成 24 年 4 月１日以降、新たに森林の土地の所有

者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

【制度の趣旨】

森林の所有者が分からないと、「行政が森林所有者に対して助言等が出来ない」、「事業体

が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない」こと等か

ら、森林の土地の所有者の把握を進めるために設けられた制度です。

【届出対象者】

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関

わらず届出が必要です。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

【届出期間】

土地の所有者となった日から 90 日以内に、取得した土地のある市町村長に届出を行い

ます。

【届出事項】

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、

土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類として、登記事項証明書（写しも可）又は土地売買契約書等、権利を取得した

ことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出書の提出 市役所・役場 円滑な森林整備



- 23 - 
 

○森林空間の利用の促進

・ 生活環境保全林「月見の森」「みのかも健康の

森」の遊歩道等の再整備を実施しました。

また、施設の利用促進を図るため、(社)岐阜

県山林協会発行の広報誌「森林のたより」や楽

天ブログ「来て♪見て♪食べて♪ ぎふっ子く

らぶ」で生活環境保全林の紹介を行いました。

・ 中部北陸自然歩道の安全性及び利便性向上の

ため、標識等を再整備しました。

○里山の保全・利用の促進

・ 里山林整備の活動をより一層活性化させるため、里山整備研修会を３回開催しま

した。

平成 23 年 11 月 10 日（木）「粗朶生産研修」（大垣市上石津町地内）

平成 24 年２月 15 日（水）「マイタケ原木栽培研修」(岐阜県立森林文化ｱｶﾃﾞﾐｰ)

平成 24 年３月 17 日（土）「木の駅プロジェクト勉強会」（恵那市中野方地内）

・ 林業による森林づくりが困難な里山林や奥山

林等の持続的な保全と、そこから生産される資

源を活用した産業の育成を目指すため、県民、

企業、ＮＰＯ等が連携・協働する「恵みの森づ

くりコンソーシアム」を設立しました。

（３）森林空間の利用の促進

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

里山その他の森林空間（森林と周辺の自然環境等が一体となって創り出される空

間）が、県民の森林環境教育や保健休養、又は都市と農山村との交流の場として活

用されることが大切です。

しかし、県民が身近に森林に触れる機会の減少や、都市近郊の里山の多くが放置

され、その所有者も不明な場合が多い等、森林空間の利用や整備が進みにくい状況

となっています。

そのため、既存の森林総合利用施設等の再整備や、里山等の森林空間の利用の促

進により、里山文化が継承されるよう施策を展開します。

里山整備研修会（大垣市上石津町）

「みのかも健康の森」遊歩道再整備(美濃加茂市)

も り

指導標識の整備（白川町）

そ だ
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③目標値の達成状況

④新たな課題

⑤平成２４年度以降の対応

・対応-1：利用者数の多い生活環境保全林内にある遊歩道

や案内看板等の補修に対して引き続き助成を行い、施設

のリフレッシュを図っていきます。

・対応-2：より多くの地域で里山保全活動が行われるようにするため、県下の里山保

全活動を行っている団体に対して、情報提供・技術指導等を行い支援するとともに、

里山インストラクターの活用を図ります。また、「恵みの森づくりコンソーシアム」

を中心に「環境保全」の観点から森林の価値に着目した新たな利活用の手法を開発

し、持続的な里山整備を図ります。

項 目 区分(単位)
基準年

(H17)
H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度

5年後

(H23)

生活環境保全林の

利用者数

実績

（千人／年）
1,149 1,077 1,100 1,095 1,115 1,028

1,500

（目標）

森林づくり活動団

体数（NPO 数）
実績（団体） 49 58 67 67 71 71

70

（目標）

森林づくり活動

指導者数

（里山ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

実績（人） 84 84 93 93 112 112
110

（目標）

・課題-1：限られた予算の中、生活環境保全林に優先順位をつけて再整備をしていま

すが、再整備が必要な箇所はまだまだ多いのが現状です。

・課題-2：ボランティアやＮＰＯ等が中心となって里山の整備・保全に取り組んでい

ますが、放置されて荒れた里山は多いことから、さらなる整備活動の広がりを進め

る必要があります。

生活環境保全林 月見の森(海津市)
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清流の国ぎふ森林・環境税の導入について

森林や河川は、県土の保全、水源のかん養、生物多様性の確保等、私たちの生活に

欠かすことの出来ない大切な働きを持っています。

しかしながら、適切に管理されていない森林や野生動物による農作物被害の増加、

外来生物の繁殖、水環境の悪化等が懸念されており、これらを放置すると、私たちの

生活も深刻な影響を受ける恐れがあります。

そこで、県民の共通の財産である豊かな森林や清らかな川がもつ公益的機能を将来

にわたり享受するため、その恩恵を受けている県民全体で支えていく仕組みとして、

「清流の国ぎふ森林・環境税」を平成 24 年度から導入しました。

■清流の国ぎふ森林・環境税の使いみち

森林・環境税を財源に、「豊かな森づくり」と「清らかな川づくり」「人づくり・仕

組みづくり」の 3 分野で事業を展開しています。

具体的には、環境保全を目的とした水源林や生活に身近な里山林の整備、教育施設

等への県産材の利用の促進、未利用材を活用した木質バイオマスの利用の促進、また

鳥獣害の防除、流域河川清掃、河川魚道の機能回復等、生物多様性や水環境の保全に

取り組んでいます。

《清流の国ぎふ森林・環境税のしくみ》

●課税方式 県民税均等割に加算

●納税者 県民税均等割を納めている個人、法人等

●税 率 個人：年額１千円、法人：年額２千円～８万円

●期 間 ５年間（Ｈ２４年度～Ｈ２８年度）

●税収見込み ５年間で６０億円
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恵みの森づくりコンソーシアムが活動を始めました

岐阜県の民有林 662 千 ha のうち、里山林や奥山林等「環境保全林」に区分される

森林が 387 千 ha と、その半分以上を占めています。

これら「環境保全林」を中心に、保健休養やレクリエーション、観光拠点等、様々

な分野での資源として活用を進め、さらには新たな産業づくりにも結び付けていくた

め、昨年 7月に県内で森林づくりに取り組む企業や NPO等が参画し「恵みの森づく
りコンソーシアム」を立ち上げ、勉強会等の活動をしています。

今後は、会員相互に色々なアイデアを出し合い、新しい森林の活用方法を実践して

いくこととしています。

また、コンソーシアムには個人、団体を問わず参画いただけますので、多数の方々

の参画をお待ちしています。

詳しくは、岐阜県ホームページのトップページから【恵みの森づくりコンソーシア

ム】で検索してください。

会員による森林についての勉強会（下呂市） 森林環境教育の取り組み(岐阜市)
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清流の国ぎふづくりの推進

「清流の国ぎふづくりの推進」は、県内で平成 22 年 6 月に開催した

「第 30 回全国豊かな海づくり大会」の開催を契機として、森・川・海

が一体となった環境保全に対する県民意識の高まりと同大会の理念を

継承・発展させたもので、平成 23 年 7 月に発表した“清流の国ぎふづ

くり宣言”のもと、「清流を守る」、「清流を活かす」、「清流を伝える」

の 3 つの柱と１０の政策を掲げ、県民総参加により推進しています。

「清流の国ぎふづくり」３つの柱・１０の政策

■清流を守る 
森や川などが持つ様々な機能の保全や回復を図ることで、ぎふの清流を守ります。

①生物が棲めるきれいな水を守る 
②自然と共生した川をつくる

③「水みち」の連続性を確保する

④水を蓄え、土壌が流出しにくい山をつくる

■清流を活かす

森や川の恵みを現代の暮らしや産業に役立てることで、ぎふの清流を活かします。

⑤森・川から生まれる環境価値を活かす

⑥森・川が育む豊かな自然環境を活かす

⑦森・川から生まれる県産品を活かす

■清流を伝える

身近な森や川に目を向ける活動を通して、ぎふの清流を未来へ伝えます。

⑧清流を学び、次世代へ伝える

⑨県民協働による流域活動に参加する

⑩岐阜の清流を内外にＰＲする

清流ミナモ
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２ 林業及び木材産業の振興

（１）効率的な森林施業の実施

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

森林資源の循環利用のためには、木材生産で得られる収益で、造林・保育等の施業

を将来にわたって継続できる仕組みが必要です。

しかし、民有林の約 68％が個人所有であり、そのうち約 87％が 5ha 未満の小規模

所有者で占められているため、木材生産は高コストとなり、木材生産とその後の造

林・保育等の施業が進んでいない状況です。

また、世界同時不況の影響によって木材価格は低迷を続けていることから、木材生

産の低コスト化をさらに進める必要があり、｢施業の集約化｣、｢林内路網の整備｣と｢高

性能林業機械の導入｣をより一層促進します。

○高性能林業機械の導入促進

・ 木材生産の低コスト化のため、４林業事業体が導入した

高性能林業機械等８台に対して助成しました。

・ 林業事業体の森林技術者 10 人を対象に、高性能林業機械

オペレーター養成研修を２回実施しました（新規認定者７

人）。

○林内路網の整備促進

・ 森林施業や木材の伐採・搬出を効率的・効果的に行える

ように、林道 7,323ｍ、作業道（路）259,610ｍを整備しま

した。

・ 現地の作業システムに合った、災害に強く低コストな道

づくりに努めました。

○団地化の推進

・ 林業事業体職員 18 人を対象に、「施業プランナー養成基

礎研修」を実施しました。研修を通じて森林所有者の合意

形成のための座談会、現況調査等を行う等、18団地、1,539ha

の団地化に取り組みました。

・ 平成 20 年度から 22 年度までの施業プランナー養成基礎研修の修了者 11 人を対象

に作業道開設、森林経営計画等に関する「施業プランナーステップアップ研修」を

開催しました（修了者８人）。

・ 施業の集約化を進めるために、境界明確化の取り組みに対して支援しました（約

4,200ha）。

高性能林業機械による木材生産

（郡上市） 

林道の開設(飛騨市)

団地化のための座談会
（美濃市）
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③目標値の達成状況

④新たな課題

項 目 区分(単位)
基準年

(H17)
H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度

5年後

(H23)

高性能林業機

械導入台数
実績（台数） 72 87 100 117 129 135

95

（目標）

路網密度 実績（ｍ／ha） 19.5 19.9 20.1 20.4 20.8 21.2
20.2

（目標）

林内路網の人

工林 200ｍ以内

カバー率

実績（％） 42 44 44 45 46 47
46

（目標）

素材生産費 実績（円／ｍ3） 15,700 11,725 11,360 10,526 11,585 11,508
11,500

（目標）

・課題-1：木材価格の低迷が続いており、木材生産の低コスト化をより一層進めてい

く必要があります。高性能林業機械の導入台数は目標を達成しましたが、地域によ

り地形・地質や森林資源の状況が異なることから、これら地域の実情に合わせ、事

業地の集約、路網、機械を組み合わせた効率的な木材生産システムを構築していく

ことが必要です。

・課題-2：森林計画制度の改正に伴い、効率的な路網配置や

計画的な間伐を促進するため、新たに「森林経営計画」の

策定を進める必要があります。

・課題-3：提案型集約化施業を実践する「施業プランナー」

をこれまでに 63 人養成しましたが、「森林経営計画」に基

づき、適正な森林の管理・経営を進めるためには、今後も

さらなる人材の育成が必要です。

施業プランナーステップ

アップ研修（美濃加茂市） 



- 30 - 
 

⑤平成２４年度以降の対応

・対応-1：地域の実情に対応できる高性能林業機械を駆使し

た素材生産チームを養成するため、林業事業体の森林技術

者を対象に「実践型研修」を実施します。

・対応-2：森林の状況に応じた「森林経営計画」を作成・実

行するため、現地調査や境界の確認、関係者の合意形成等

にかかる活動に対して支援します。

・対応-3：実効性の高い森林経営計画を作成できる人材を育成するため、岐阜県立森

林文化アカデミーを核とした施業プランナーの育成システムにより、段階的な研修

を効果的に開催します。

高性能林業機械オペレーター

養成研修（揖斐川町）
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森林経営計画

平成 23年 4月の森林法の改正により平成 24年４月１日から、これまでの「森林
施業計画」が「森林経営計画」に変わりました。

【計画の概要】

森林経営計画とは、森林所有者又は森林所有者から経営を任せられた事業者が立

てる森林経営のための計画です。

【計画の内容】

まとまりある森林を単位に、５ヵ年間の間伐や森林の作業、木材を搬出するため

の道（森林作業道）の整備等を計画し、間伐等の区域や森林作業道の位置、作業方

法を図面に図示します。

【計画の特徴】

森林経営計画では、計画的に間伐することが義務付けられるようになりました。

また、まとまりある森林で計画を立てることが要件となっています。これらによっ

て、森林作業道の整備が進み、より多くの間伐材が搬出されることが期待されます。
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（２）県産材の利用の拡大

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

○素材の安定供給体制の構築

・ 地域に適した高性能林業機械と路網を適切に組み合わせた、安定かつ低コストな

木材生産システムを構築するため、「健全で豊かな森林づくりプロジェクト」を 15

のモデル団地で実施しました。

○流通・加工の低コスト化と木材製品の品質向上

・ 県産材の加工の低コスト化を図るため、木材加工施設（中

津川市）の設置に助成しました。

・ 木材製品の品質向上を図るため、乾燥施設等（白川町、

東白川村、下呂市）の設置に助成しました。

・ 原木の流通コストの低減を図るため、木材需給コーディネーターを２人育成する

とともに、原木を効率的に集配するストックポイント（原木仕分け一時保管場所）

で使用する集荷用機械（関市、郡上市、恵那市、下呂市、高山市）の導入に助成し

ました。

○県産材の販路拡大

・ 県産材の販路拡大や、県産材に対する工務店や設計士等のニーズ把握のため、商

談会を美濃市、名古屋市で開催したところ、59 社の参加がありました。

○木質バイオマスの利用促進

・ Ｃ・Ｄ材［小径木(*3)、根元材(*4)、端材、枝等］の利用促進のため、木質バイ

オマスの利用施設（揖斐川町、白川町、高山市）の整備に対し助成しました。

木材生産で得られる収益で、造林・保育等の施業を将来にわたって持続させてい

くためには、県産材の需要拡大を図り、木材の安定的な販売先の確保が必要です。

そのため、大消費地における県産材の販路拡大に向けた商談会の開催、県産材住

宅を建設する方に対する助成、木造住宅アドバイザーの養成が必要です。

また、近年、木材製品に対して、割れや反り等の不具合がなく、かつ必要な規格・

数量の製品の安定確保等が強く求められるようになってきています。これらのニー

ズに的確に対応するため、県産材の産地証明に加えて、乾燥度合いや強さ等の性能

表示、乾燥施設の整備促進等、一層の品質向上と安定供給体制の構築を進めます。

また、県産材利用のＰＲのため、公共施設の木造化・内装の木質化、及び土木工

事での積極的な採用を進めます。

乾燥施設（下呂市）
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(*3)木の先端部等、直径が極めて小さい部分

(*4)製材に向かない根元部分

○県産材のブランド力の強化

・ 平成 22 年度に創設した「ぎふ性能表示材認証制度」を推進するため、制度を運

営する「ぎふ性能表示材認証センター」が実施する会員工場向けの製材品の品質向

上に関する研修会を支援しました。

・ また、県内外住宅イベントへの出展、工務店・建築士との意見交換会、県内外 7,000

社の工務店・建築士へのパンフレット配布等のＰＲや現地訪問による営業活動等を

支援し「ぎふ性能表示材」の販路拡大を行いました。

○県産材を使用した住宅の建設促進

・ ぎふ性能表示材を、住宅の構造材（土台・柱等）に 80

％以上、かつ横架材（梁、桁等）に６㎥以上使用した 160

棟に対して、１棟当たり 20 万円を助成しました。

・ ぎふ証明材を、住宅の内装材に一定量以上使用した 88

棟に対して、１棟当たり最大 10 万円を助成しました。

・ 木造住宅に関する消費者からの相談に対応できる「岐

阜県木造住宅アドバイザー」を新たに 29 人養成・認定

した結果、計 205 人となりました。

また、既認定者に対する「スキルアップ研修」を実施し

たところ、30 人が参加しました。

○公共施設・土木工事での県産材の利用の拡大

・ 県産材の良さを広く普及させるため、教育・福祉関連

公共施設 16 施設の木造化、内装木質化に対して助成し

ました。

県産材を使った施設（瑞浪市）

内装木質化された県産材住宅
(各務原市)

県産材を使用した住宅(岐阜市)
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大規模木造公共施設の建築にかかる低コストマニュアル・事例集

平成 22 年 10 月に、国や地方公共団体が率先して木造化等を進めることにより、林

業の健全な発展、森林の適正な整備等に寄与することを目的とした「公共建築物等に

おける木材の利用の促進に関する法律」が制定されました。

また、県においては、平成 18 年に「公共施設等における県産材利用推進方針」を

策定し、公共施設等の木造化等に取り組んできましたが、このたび、木造化の参考図

書となる「大規模木造公共施設の建築にかかる低コストマニュアル・事例集」を作成

しました。

このマニュアル・事例集には、建設費以外のコスト評価をはじめ、構造設計、材料

計画、防耐火、維持管理・メンテナンスのチェックポイント、及び特定の条件下で木

造と鉄骨造とのコスト比較結果等が掲載されています。

木材に対する基本的な知識を習得し、木材の特性を

生かした構造設計や空間の構成に配慮することで、建設

にかかるコストを、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と同程

度もしくは低くすることも可能となります。

今後は、本書を活用した研修会の開催等により、木造

公共施設の整備を促進し、県産材の需要拡大を進めてい

きます。
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Ａ材加工戦略プランとは

１．概要

素材生産量を 50 万 m3(H28 年度)に増加させる計画に伴い、県内のＡ材加工能力が特に

不足することが予測されることから、製材工場の加工能力を増加させることを目的に、平

成 24 年２月に「Ａ材加工戦略プラン」を策定しました。

本プランでは、需要者が求める高品質で多様な品目に加工できる産地立地型の木材産業

を確立し、中京地区を中心とした住宅産業へ建築部材を提供できるＡ材サプライチェーン

を構築することを目指しています。

以下の取り組み方針でＡ材加工量（原木換算）を 30 万 m3(Ｈ28 年度)に増加させる計画

です。

・確かな品質の製品（ぎふ性能表示材）を適正価格で提供できる体制の整備拡充

・工務店へは、梁・桁等をぎふ性能表示材で提供

・住宅メーカーやビルダーへは県産材製品を計画的に安定供給できる体制づくり

（参考） A 材加工量 H19：33 万 m3→H22：26 万 m3→H23：24 万 m3

Ａ材：原木を用途別で区別した呼称、製材用の直材（φ14cm～）。

サプライチェーン（略ＳＣ）：ある製品が生産され最終消費者まで届くプロセス。

２．内容

Ａ材加工戦略プランの取り組み内容とスケジュールは以下のとおりです。

◆ステップ１：製材工場の基盤整備（Ｈ23～Ｈ25）
○製材工場の体質強化とぎふ性能表示材の推進

・製材工場への個別経営指導や施設整備支援

・最新機械整備により多様な製品を生産

・県産材利用工務店の連携強化や利用工務店の新規開拓

・板材や羽柄材へぎふ性能表示材推進制度の拡大による出荷量の増加

◆ステップ２：安定供給体制の整備（Ｈ24～Ｈ26）
○中規模サプライチェーンを県内数箇所で構築し、工務店・地域ビルダー等へ製品を供給

・中小製材工場の連携による協同出荷

・乾燥センター整備による品質向上、乾燥・仕上工程の効率化、乾燥材の出荷量の拡大

◆ステップ３：生産拡大のための施設整備（Ｈ24～）

○大型製材工場を核とした大規模サプライチェーンを構築し、全国へ製品を供給（原木消費

量：５万 m3 規模を想定）

・スギ大径木の活用

・住宅１棟分を製材できるシステムの導入

・建材商社・プレカット工場等との連携を図り製品を全国へ供給

３．スケジュール

項目 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

製材工場の基盤強化

中規模ＳＣの構築

大規模ＳＣの構築

原木の安定供給

ステップ１

ステップ２

ステップ３

Ａ材(スギ・ヒノキ等)
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③目標値の達成状況

④新たな課題

⑤平成２４年度以降の対応

・課題-1：国の「森林・林業再生プラン」で国産材自給率 50％を目指すこととなり、

住宅産業を中心に国産材の使用が増えてきています。また、合板工場の稼働により

Ｂ材の大規模な需要が生み出されたことにより、Ｂ材の生産と併せてＡ材の生産拡

大も見込まれます。そのため、A 材の加工体制の整備が求められています。

・課題-2：「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成 21 年６月に施行され

たこと等により、建築に使用される木材について、乾燥の度合いや強度等の性能表

示を求める声が高まっています。

・課題-3：「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が、平成 22 年 10

月に施行されたことにともない、木の性質や木造施設の良さ、建設コストを低減す

る方法等の普及による公共施設の木造化・内装木質化のより一層の推進が必要です。

・課題-4：世界的な経済不況以降、県産材住宅の建設戸数が 1,300 戸前後で推移して

いることから、一戸あたりの県産材利用率を高めるとともに、増改築にあわせ内装

材として県産材を利用する等、需要拡大の取り組みが必要です。

項 目 区 分(単位)
基準年

（H17）

H19年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度
5年後

(H23)

素材（丸太）

生産量

実績

（万ｍ3／年）
31 31 30 31 33 33

40

（目標）

製材工場の生産性
実績

(ｍ3／人・年)
202 217 222 248 231 224

330

（目標）

大手ﾊｳｽﾒｰｶｰ等へ

の供給量
実績（ｍ3／年） 10,000 21,614 28,360 30,666 30,754 74,016

42,000

（目標）

県産材住宅の建設

戸数
実績（戸／年） 1,500 1,440 1,330 1,305 1,339 1,236

1,800

（目標）

県営工事における

県産材利用量
実績（ｍ3／年） 2,800 2,627 2,681 2,383 2,050 1,812

4,000

（目標）

※素材（丸太）生産量は「年次」

・対応-1：Ａ材加工戦略プランに基づき、県内森林資源を活用し、産地立地型の木材

産業を確立し、中京地区を中心とした住宅産業へ建築部材を出荷するＡ材のサプラ

イチェーンの構築を進めます。
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・対応-2：産地・合法性の証明に加え、乾燥度合いや強さが表示された「ぎふ性能表

示材」の普及拡大に向け、対象部材の拡大について検討します。「ぎふ性能表示材」

を生産する加工施設に対して、乾燥機、グレーディングマシン（木材の強度試験機）

等の施設整備や乾燥技術の向上等を支援します。

・対応-3：公共施設の木造化・内装木質化や木製学童机・椅子、木製教材の導入につ

いて、「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して、より一層促進するとともに、大規

模な木造公共施設を低コストに建築するための研修会を開催します。

・対応-4：県産材を多用した住宅・店舗等の建設や増改築にあわせた内装材利用を促

進するため、県産材利用拡大に対する支援を拡充します。
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（３）森林資源の有効利用の促進

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

○木質バイオマス利用の推進

・ 「バイオマスタウン構想」を策定している揖斐地域において、木質チップ・ペレ

ット製造施設が整備（H21～H22）されるとともに、平成 23 年度までに温浴施設へ

の木質ペレットボイラー３基の導入が一体的に行われ、木質バイオマスの地産地消

モデルが構築されました。

○オフセット・クレジット（J-VER）制度の取り組み

・ 環境省が平成 21 年に創設したオフセット・クレジット（J-VER）制度に基づく認

証の取得を目指す事業者に対し、制度の活用に係る助言や申請書類の作成等の支援

を行いました。

・ 環境省が実施するカーボン・オフセット EXPO において、J-VER に取り組む県内の

事業者が「岐阜県ブース」等に出展し、県内の森林から創出される J-VER のＰＲを

行いました。

・ 平成 23 年度末現在、県内の森林関係の J-VER では、７事業体のクレジットが認証

を受けています。

森林からの収益を増やすには、森林資源の新用途開発や有効活用等を進め、木材

以外からの収益が上がる仕組みづくりが必要です。

しかし、エネルギーやマテリアルとしての利用が進む製材工場残材や建設発生木

材に比べ、間伐等で林内に放置された森林資源は、ほとんど未利用であるという状

況です。

また、特用林産物として期待されている食用キノコは、安い輸入品や他産地との

競合により価格が低下傾向にあります。

そのため、木質バイオマスや家具、玩具などの新たな用途開発や、キノコなどの

特用林産物の振興を図る等、森林資源を有効活用していく仕組みづくりを進めま

す。 

木質バイオマス利用施設

（揖斐川町）

（供給）いび森林資源活用センター協同組合

・チップ・ペレット加工計画 3,300t/年

（需要）揖斐川町内温浴施設 3箇所

・H22～H23 整備 利用計画量 625t/年(ペレット)

※町内の他の施設にもチップ、ペレットを供給予定
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揖斐地域における木質バイオマスの地産地消システムの構築

近年の原油価格の高騰や地球温暖化防止への対応として、クリーンで再生可能なエ

ネルギー源の一つである木質バイオマスに関心が高まっており、暖房用、発電用、蒸

気利用、農業分野等、様々な分野での利用が期待されています。一方、県内では原料

となる伐採された木材の約８割が林内に放置されています。

多くが未利用となっている低質材（Ｃ・Ｄ材）の有効活用を図るため、直材（Ａ材）、

曲がり材（Ｂ材）と併せて一体的に搬出し、木材を余すことなく利用する効率的な利

用システム（地産地消システム）を構築することが重要です。

こうした中、揖斐地域では、木質バイオマスの供給施設である木質チップ・ペレッ

ト製造施設が整備されるとともに、３つの温浴施設へ木質ペレットボイラーが一体的

に導入され、木質バイオマスの地産地消モデルが構築されました。
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③目標値の達成状況

④新たな課題

⑤平成２４年度以降の対応

○特用林産の振興

・ 食物栄養を学ぶ学生を対象としたキノコ教室やキノコ料理コンテストの開催、都

市圏のスーパーにおける対面試食販売等の消費宣伝活動、小学生を対象とした食育

活動の実施に対して助成しました。

・ 新規キノコ生産者に対する栽培技術や品質管理方法に

関する技術支援を行いました。

・課題-1：林内に放置されている間伐材等未利用材を地域内で安定供給・有効利用す

る仕組みが未整備であることから、木質バイオマス利用施設の導入を促進するとと

もに、全木集材等、低コスト木材生産システムの普及や森林所有者等、地域ぐるみ

で未利用材を搬出・利用する取り組みが必要です。

・課題-2：産地間競争が激しく、キノコ類の価格が低下傾向にあるため、消費者ニー

ズを踏まえた生産や一層の需要拡大が必要です。

また、産地間競争に勝ち抜くためには、生産コストの低減が必要です。

・課題-3：J-VER 認証に熱心な事業者がいる一方で、カーボン・オフセット全体（全国：

Ｈ19～Ｈ23 で約 1,150 件）に占める J-VER 利用の割合は低調（17％）であり、これ

は制度自体の知名度不足が要因の一つであると考えられます。

このため、企業等に対し、岐阜県産 J-VER を購入することで更なる森林整備につ

ながることの普及啓発活動や、相談窓口を設置する等、J-VER の積極的な販売促進の

取り組みが必要です。

食育活動風景(各務原市)

項 目 区分(単位)
基準年

(H17)

H19

年度

H20

年度

H21

年度

H22

年度

H23

年度

5年後

(H23)

木質バイオマス

活用施設数
実績（施設数） 2 4 4 4 5 5

5

（目標）

キノコ生産量 実績（t／年） 4,185 4,369 4,482 4,599 4,899 4,656
4,600

（目標）

※「木質バイオマス活用施設」は、平均年間処理量 1.5 万トン以上の施設
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⑤平成２４年度以降の対応

・対応-1：県内各地で地産地消型の地域エネルギーを活用した仕組みを構築するため、

木質ボイラー、ペレットストーブ等、利用施設等の整備を促進するとともに、市町

村、地域住民、ＮＰＯ法人等が連携して地域一体となった未利用材を搬出・利用す

る仕組みづくりに取り組みます。

・対応-2：キノコの需要拡大を図るため、キノコの効用や調理方法等、若年層から大

人まで幅広い層への消費宣伝活動を強化し、キノコの需要拡大を図ります。

また、安定したキノコ生産を行うため、生産者へ栽培技術や品質管理方法等の技

術指導を積極的に行うとともに、生産コストの削減等の課題に対応するため、研究

機関等と連携して新技術の開発・普及に取り組みます。

・対応-3：国等が実施する全国規模のカーボン・オフセットＰＲイベントへの出展や、

東海三県一市によるカーボン・オフセット推進ワーキンググループ等に積極的に参

加して情報収集に努め、県内の森林から創出される J-VER の需要拡大に取り組みま

す。また、平成 24 年度から、清流の国ぎふ森林・環境税の活用により、県内産 J-VER

の販売促進事業に取り組んでいきます。
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３ 人づくり及び仕組みづくりの推進

（１）森林環境教育の推進

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

健全で豊かな森林を次世代に引き継ぐためには、県民が森林・林業に関する正し

い知識を持ち、森林づくりについての理解と関心を深めることが必要です。

しかし、森林が県民から遠い存在となり、身近に森林に接する機会が減少してい

ることから、森林・林業の現状を知らず、間伐など森林を整備するために必要な伐

採であっても、森林破壊であるとの間違った認識をされている場合があります。

そのため、森林・林業の大切さや木の良さを県民が理解できるよう、あらゆる機

会を通じて森林環境教育を推進することが必要です。さらに、次代を担う青少年に

森林を大切にする心が培われるよう、森の文化、木の文化及び森林づくりに関する

体験学習等の森林環境教育を充実させ、それを支える人材の養成を進めるための施

策を展開します。

○県民に対する森林環境教育の推進

・ 岐阜県立森林文化アカデミーにおいて、森林と森林文化

に関する「生涯学習講座」を 17 回開催し、計 253 人が受

講しました。

○青少年に対する森林環境教育の推進

・ 森林だけでなく水の学習を取り入れた「緑と水の子ども

会議」を、小・中学校、高等学校、特別支援学校、計 63

校において「総合的な学習の時間」等を活用して行いまし

た。

・ （株）ＬＩＸＩＬ、アサヒビール（株）が、県との「森

林環境教育の推進に関する協定」に基づき、県内の小・中

学校など延べ 30 校で、水等に関する学習を行う出前講座

を実施しました。

・ 季節に応じた木育プログラムを新たに３つ開発し、計

21 プログラムによる木育教室を、木育推進員が中心とな

って県内の保育園・幼稚園等において 29 回開催しました。

・ ぎふの木のおもちゃを県内の 44 施設と 25 回のイベント

へ貸し出しました。

生涯学習講座の開催（美濃市）

木育教室 岐阜東幼稚園（岐阜市）

緑と水の子ども会議（揖斐川町）
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ぎふの木のおもちゃの活用について

みなさんのご自宅には木のおもちゃがあるでしょうか？それはどこの木で作られ

たものでしょうか？実はその多くが海外の木であるのが現状です。「なんでぎふの木

のおもちゃがないの？」という県民のみなさんの疑問から、県ではこれまでに、身近

な木（＝ぎふの木）を使ったおもちゃの開発・販売促進事業を実施してきました。

また、「ぎふの木のおもちゃ研究会」による「保育士推薦！ぎふの木のおもちゃ 10

選」の取り組みが行われたほか、平成 24 年度からは、清流の国ぎふ森林・環境税を

活用して、保育園や幼稚園などへの導入も進めていきます。

みなさんにぎふの木を身近に感じていただけるよう、様々な機会を捉えてぎふの木

のおもちゃの普及に取り組んでいきます。

ぎふの木のおもちゃの例

まあるいつみき めたもっく ばらんすぼーる

木育の取り組みについて、詳しくは以下のホームページをご覧ください。

☆ 林政課 木育のいっぽ（「木育のいっぽ」で検索）

☆ぎふ森林づくりサポートセンター（「ぎふ サポセン」で検索）
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地域との連携をすすめる岐阜県立森林文化アカデミー

岐阜県立森林文化アカデミーは、「森林と人との共生」を基本理念に、「21世紀の森

林及び森林文化を担う人材」の育成拠点として平成 13 年 4 月に設置された「専修学

校」です。

そのため本学では、森林を多面的に活用し新たな森林文化を担う中核的な人材を

「専修教育・学習部門」で育成しつつ、多様な教育ニーズに応えるため、「生涯学習

部門」「短期技術研修部門」を設けて対応しています。

また、人材育成のほかに、グローバルな視点で森林に関する情報の収集・発信に努

め、それらを有効活用し、積極的に「社会貢献」を行うこともまた、本学のもう一つ

の基本方針です。

この「社会貢献」は、地域の課題を教材にしたカリキュラムを組んだり、「森林・

木質バイオマスエネルギープロジェクト」による木質バイオマス利活用の普及や、環

境教育・自然体験活動での県内ネットワークの立上げと運営、地域の木造建築とのコ

ラボレーションの結果が各種コンテストで受賞する等、それぞれ成果が現れていま

す。また、市町村等が設置する各種委員会の委員等に、学識経験者として学長や教員

が招聘され、各種の課題に対しアドバイス等を行っています。

この「社会貢献」の一環として本学は、平成 24年 3 月 21 日に美濃市との間で、今

まで以上に多様な分野、すなわち①オンリーワンのまちづくりの推進、②産業の振興、

③教育及び人材育成、④自然・環境及び森林、⑤生涯学習、⑥その他、の６項目で連

携・協力し、相互に発展するための、包括的な連携協定を締結しました。

本学は美濃市に所在するため、開学当初から美濃市とは特に密接な関係にあり、こ

れまでも数多くの連携・協力を相互に行ってきましたが、協定が締結されたことから、

今後より一層社会貢献の機会が増えることになります。

このように、本学はあくまでも教育・学習機関ではありますが、地域社会との関係

を強く保ち、今後も地域とともに発展する学校であるよう取り組んでいきます。

協定を締結し固い握手を交わす、

石川美濃市長(左)と、篠田学長(右)
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③目標値の達成状況

④新たな課題

⑤平成２４年度以降の対応

項 目
区分

（単位）

基準年

(H17)
H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 5年後(H23)

生涯学習講座受講
者数（累計）

実績（人） 3,106 4,191 4,927 5,583 5,858 6,111 6,600（目標）

学校林を有する
学校数

実績（校） 60 64 65 65 65 65 85（目標）

緑と水の子ども

会議の実施校数
実績（校） 50 68 80 90 101 112 75（目標）

みどりの少年団の
団数

実績（団） 73 69 74 75 76 77 80（目標）

・課題-1：木育や森林環境教育の方向性が明確でなく、行政や各種団体による取り組

みに一貫性がありません。

・課題-2：木育や森林環境教育による効果をさらに高めていくため、受講者が次の行

動につなげステップアップしていける機会を提供する必要があります。

・対応-1：関係者が共有できる「木育・森林環境教育の指針（ビジョン）」を示し、段

階的・継続的な教育手法を確立します。

・対応-2：より多くの教育関係者や県民に対して、木育や森林環境教育を効果的に実

施するとともに、受講者が講座で学んだことを活用して自ら行動できる場を作りま

す。 
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（２）技術者及び担い手の育成・確保

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

林業・木材産業の振興のためには、零細な森林所有者の森林経営意欲を高めると

ともに、現場に対応できる技術者の育成及び確保、さらには森林組合や林業会社の

経営強化が必要です。

しかし、市場経済の国際化の中で、木材価格が低下するとともに労務者の賃金上

昇により森林経営コストが増大し、森林所有者の森林経営意欲が減退しています。

さらに、森林技術者数は年々減少傾向にあり、特に熟練森林技術者が近年大きく減

少しています。加えて、林業・木材産業の核となるべき森林組合は経営能力が十分

でなく、林業会社は零細な小規模事業体のままという現状です。

そのため、森林所有者の意識改革を進めるとともに、現場の状況に対応できる森

林技術者の育成・確保、さらには森林組合など林業事業体の経営基盤の強化等の施

策を展開します。

○森林所有者の意識改革

・ 間伐等の森林整備や木材の搬出を促進するため、林業普及指導員等が市町村や森

林組合等と連携し、研修会の開催や巡回指導を行いました。

○森林技術者の育成・確保

・ 将来の担い手確保のため、農林系高等学校の生徒 222 人を

対象に「林業体験活動」を実施しました。

・ 林業に興味があるものの、林業経験が少ない県内外の青少

年５人を対象に「青少年山しごと体験塾」を開催しました。

・ 生産性の高い素材生産チームを養成するための研修を実施

し、新たに７人の高性能林業機械オペレーターを認定しまし

た。

・ 将来の作業班のリーダーを養成するため、岐阜県林業労働

力確保支援センターが、森林技術者 11 人に対し、「林業就業

者リーダー養成研修」を実施しました。

・ 小規模零細な林業事業体等を対象とする｢きこり養成塾支

援事業｣により、林業事業体が取り組む新規就業者の即戦力

化や伐採搬出技術の修得等、森林技術者 13 人の研修に対

して助成しました。

林業体験活動（飛騨高山高校）

青少年山しごと体験塾

（中津川市）

林業就業者リーダー養成研修
（美濃市）
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・ ｢緑の雇用｣現場技能者育成対策事業（国事業）」を活用し、（社）岐阜県森林施業

協会等、関係機関と連携して、森林技術者 53 人を育成しました。

・ 林業体験や生活相談などを組み入れた「緑の担い手参入研修」を２回開催したと

ころ、就業希望者 10 人が研修を修了し、うち３人が県内の林業事業体に就業しまし

た。

・ 岐阜県林業労働力確保支援センターにおいて、72 件（訪問・電話等）の就業相談

に対応しました。

・ 岐阜県林業労働力確保支援センター等と連携し、｢森林（もり）の仕事ガイダンス｣、

｢アグリチャレンジフェア'１１｣等の就業相談会等へ参加し、56 人から林業への就業

に関する相談を受けました。

就業相談会 主催 開催地 開催日

アグリチャレンジフェア'１１ 岐阜県
岐阜市

可児市

５月 14 日

５月 22 日

岐阜県総合移住相談会 in 名古屋 岐阜県 名古屋市
７月 31 日

１月 29 日

森林(もり)の仕事ガイダンス 県林業労働力確保支援ｾﾝﾀｰ 名古屋市 12 月４日

アグリチャレンジフェア'１２ 岐阜県
可児市

岐阜市

２月 26 日

３月４日

・ 岐阜県立森林文化アカデミーにおいて、現場ニーズを反映した「短期技術研修」

を開催しました。

「短期技術研修」開催実績 対象者 参加者数

施業ﾌﾟﾗﾝﾅｰ養成基礎研修

施業ﾌﾟﾗﾝﾅｰ養成ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修

森林組合・林業事業体等 18 人

11 人

木造建築研修：木造耐震ｾﾐﾅｰ、住まいの温熱性能と健康 建築関係者等 26 人

木育指導者研修：森林環境教育実践、木育教材研修等 小･中学校教員、NPO 等 98 人

里山整備研修：粗朶生産研修、マイタケ原木栽培研修 NPO 等 31 人

○森林組合の育成・強化

・ 森林組合等の林業事業体職員 18 人を対象に、「施業プランナー養成基礎研修」を

開催しました。その結果、平成 20 年度からの修了者数は計 63 人となりました。

緑の担い手参入研修（美濃市） アグリチャレンジフェア'１１
（岐阜市）

岐阜県総合移住相談会（名古屋市）
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③目標値の達成状況

④新たな課題

○森林技術者の育成・確保

項 目 区分

(単位)

基準年

(H17）
H19年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 5年後(H23)

森林技術者数

（新規就業者数）
実績（人）

1,143

（62）

1,145

（75）

1,156

（94）

1,162

（87）

1,166

(101)

1,161

(61)
1,350（目標）

高性能林業機械によ

る伐採専門チーム数

実績

（ﾁｰﾑ）
18 22 25 31 35 38 35（目標）

○森林組合の育成強化

項 目 区分

(単位)

基準年

(H17）
H19年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 5年後(H23)

森林組合数
実績

（組合）
23 20 20 20 20 20 17（目標）

・課題-1：森林経営計画の作成、実行監理を担う「施業プランナー」がまだまだ少な

いことが課題です。

・課題-2：森林技術者数は不足しており、特に効率的な木材生産を実践できる森林技

術者の確保が急務となっています。

・課題-3：林業は他の産業と比べ労働災害の発生度合いが高く、県内での林業の労働

災害の発生件数は減少傾向にありますが、高性能林業機械による木材生産事業地の

増加など現場作業の変化に伴う労働安全対策の強化が必要です。

・ また、これまでの施業プランナー養成基礎研修の修了者 11 名を対象に「ステップ

アップ研修」を開催しました（修了者８人）。

・ 岐阜県森林組合連合会や５つの森林組合が取り組む人材育成や、１つの森林組合

における森林管理情報機器（ＧＰＳ導入など）の整備に要した経費に対して助成し

ました。

○林業会社等の育成・強化

・ 林業労働力の確保や経営基盤の強化を図るため、雇用管

理及び事業合理化の改善等に取り組む 17 の林業事業体に

対し、「経営合理化計画」の策定支援と実行指導を行いまし

た。

・ 林業労働災害を未然に防止するため、「かかり木(*5)処理現地実技研修会」を２ヶ

所、「高性能林業機械安全対策研修会」を１ヶ所で開催しました。

(*5) 伐倒しようとする木が、地上へ倒れる前に、隣接する樹木の枝に掛かった不安定な状態のこと

かかり木処理現地実技研修会

（七宗町）
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日本型フォレスター

【日本型フォレスター制度】

10年後の木材自給率の目標を 50%に掲げた国の計画「森林・林業再生プラン」で
は、森林・林業を再生するために、施業のとりまとめ、木材を搬出する道の整備、人

材の育成を３本柱として位置付けています。

このうち人材育成では、林業先進国であるドイツの林業経営の専門家（フォレスタ

ー）をモデルに、日本型フォレスター制度が創設されました。

【フォレスターの役割】

フォレスターは、広域的・長期的な視点を持って地域の林業の活性化を構想し、中

立的な立場で森林・林業を牽引していく人材です。

具体的には、市町村に対しては、地域の森林のマスタープランである市町村森林整

備計画の作成の支援や、森林施業プランナーに対しては、森づくり、道づくりの技術

的なアドバイスを行います。

【フォレスターの育成】

この制度では、平成 25年度から国家資格としてフォレスターを認定することを目
指しています。このフォレスターが育成されるまでの間、都道府県や国の職員を対象

として研修（准フォレスター研修）を実施し、フォレスターと同等の活動をする「准

フォレスター」を昨年度から育成しています。

県でも、林業普及指導員（県職員）を中心に准フォレスター研修に派遣する等、育

成に取り組んでいます。
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⑤平成２４年度以降の対応

・対応-1：森林組合職員の経営能力向上に資する経営セミナー等の受講や、資格取得・

実務研修に要する経費に対し助成します。

「施業プランナー」育成のための段階的な研修を岐阜県立森林文化アカデミーに

おいて開催することで、森林経営計画の作成・実行監理ができる人材を育成します。

・対応-2：地域林業の担い手不足の解消のため、林業と建設業の協働体制を構築し、

機械操作技術やコスト管理意識を持った建設業者の林業参入を促進します。

岐阜県林業労働力確保支援センターや県農政部等と連携し、就業相談会を実施す

るとともに、林業への求職者を対象に、「就業前研修」を開催し、新たな森林技術者

を確保します。

また、（社）岐阜県森林施業協会と連携して、「きこり養成塾」を効果的に実施す

るとともに、伐木作業の安全確保に関する「フォローアップ研修」、「高性能林業機

械のメンテナンス研修」を実施し、森林技術者の技術向上を図ります。

併せて、「森林・林業人材育成加速化事業」を活用し、木材生産に必要な講習等の

受講を促進することで、安全で効率的な現場作業が実践できる森林技術者を育成す

るとともに、現地研修会の開催等により丈夫で簡易な作業道等を作設できるオペレ

ーターを養成します。

・対応-3：林業労働災害を未然に防止するため、「かかり木処理現地実技研修会」及び

「高性能林業機械安全対策研修会」を３ヶ所で開催します。

また、「森林・林業人材育成加速化事業」により、安全資材の整備など林業事業体

が取り組む労働災害防止対策を支援します。
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（３）県民との協働による森林づくりの推進

（４）ぎふ山の日及びぎふの山に親しむ月間の普及

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

県民との協働による森林づくりを進めるためには、県民の森林づくりについての

理解を深め、森林づくりに関わる活動に積極的に参加する意欲を高める必要があり

ます。

しかし、県民が日常生活の中で森林と関わることが減少し、森林づくり活動に参

加する機会もほとんど無く、学校教育の中でも森林について学習する機会が少ない

のが現状です。

そのため、各種イベントを通じた普及啓発活動に取り組むとともに、森林環境教

育等による森林への理解を広げるための取り組み、更には、上下流連携など県民・

ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり施策を展開します。

○木の国・山の国県民運動の推進、ぎふ山の日及びぎふの山に親しむ月間の普及

・ ５月 21 日に｢全国植樹祭 5周年記念大会｣を、下呂市四美（皇樹の杜）において開

催したところ、約 2,000 人が参加しました。

・ ８月７日に「ぎふ山の日フェスタ 2011」をＪＲ岐阜駅北口駅前広場及びアクティ

ブＧふれあい広場で開催し、約 2,200 人が参加しました。

・ 11 月 12 日に高須輪中土地改良区等が、「イビデンの森ふじはし」(*6)において、

海津市内の小・中学生及び高校生 43 人を対象に、「農業用水を守る森づくり活動」

を実施しました。

(*6) 企業との協働による森林づくり活動場所

・ 11 月 26 日に、白鳥林木育種事業地において、海津市内の小・中学生 26 人に対し

て県の育種事業の取り組みを説明するとともに、事業地の見学会を実施しました。

・ ２月 26 日に、大垣市内において、「森・川・海ひだみの流域シンポジウム」を開

催し、県内外から約 200 人の参加がありました。

JR 岐阜駅北口駅前広場(岐阜市) 岐阜駅周辺でのネイチャーゲーム(岐阜市)
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(*5) 伐倒しようとする木が、地上へ倒れる前に、隣接する樹木の枝に掛かった不安定な状態のこと

全国植樹祭 5周年記念大会の開催

これまでの５年間の「生きた森林づくり」の取り組みの成果を振り返るとともに、

これから５年間の森林づくりを展望する契機とするため、全国植樹祭から５周年と

なる平成 23 年５月に記念大会を開催しました。

特に、近年では、地球温暖化防止や生物多様性の確保に向けた取り組みが求めら

れていることから、今まで以上に「環境保全を重視した森林づくり」に取り組むと

ともに、これまでの林業活動にとどまらない、新たな森林資源の価値に着目し活用

を進める「恵みの森づくり」に取り組んでいくことを発信しました。

１ 日 時：平成 23 年５月 21日（土）

２ 場 所：皇樹の杜（下呂市萩原町四美）

３ 参 加 数：約 2,000 人

４ 主 催：岐阜県、下呂市、下呂市教育委員会ほか

５ 内 容：

○優良みどりの少年団表彰

○アルプホルンの演奏、飛騨地域少年少女合唱団の合唱

○緑化功労者表彰

○生きた森林づくりトーク（竹下景子さん、全国植樹祭当時の子ども司会者）

○子ども地歌舞伎 等

○ボランティア・ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり

・ 「企業との協働による森林づくり」協定を、２つの企業と締結しました。

○1 株式会社平和堂 「平和の森・池田」

協定日：平成 23 年 7 月 21 日

場 所：池田町藤代及び片山地内生産森林

組合所有林（面積 2.4ha）

(株)平和堂協定締結式(池田町)

式典 記念植樹
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③目標値の達成状況

④新たな課題

⑤平成２４年度以降の対応

②サントリーホールディングス株式会社

サントリー「天然水の森ぎふ東白川」

協定日：平成 24 年 3 月 2 日

場 所：東白川村神土地内

東白川村村有林（面積 166.53ha）

項 目
区分

（単位）

基準年

(H17)
H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度

5年後

(H23)

企業との協働による

森林づくり地区数

実績

（箇所）
4 10 14 16 18 20 15（目標）

グリーンドクター

認定者数

実績

（人）
142 151 153 153 153 153 200（目標）

森林づくり活動

団体数

実績

（団体）
49 58 67 67 71 71 70（目標）

森林づくり活動指導

者数（里山ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

実績

（人）
84 84 93 101 112 112 110（目標）

・課題-1：本県の下流域に立地し、森林の恩恵を受けている企業が県内での森林づく

り活動に参加するよう働きかける必要があります。

・課題-2：近年、グリーンドクターの認定者数が伸び悩んでおり、認定者の増加が課

題となっています。

・対応-1：多くの県民や企業等が森林に触れ、親しみ、協働による森林づくりに参画

する契機となるイベントを実施します。

・対応-2：グリーンドクターの制度の周知や活用について、県・市長村の関係部局や

教育委員会へ積極的に働きかけを行い、認定所持者の活躍の場を広げることにより、

認定希望者の増加に繋がるようにしていきます。

サントリーホールディングス(株)
協定締結式(東白川村)
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（５）地域が主体となった森林づくりの支援

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

健全で豊かな森林づくりを進めるうえで、所有界が不明な森林の増大、森林経営

意欲の減退等による放置林の増加等、解決が難しい問題が多発しています。これら

の問題を解決するためには、地域が主体となってこれらの課題に取り組む必要があ

ります。

しかし、市町村単位では、森林づくりの方針等について、提案その他の活動を行

える組織が見当たらないのが現状です。

そのため、それぞれの地域で県民、森林所有者、事業者、NPO、ボランティア

等が参加する「市町村森林管理委員会」を組織していただき、この組織が中心とな

り地域での課題を解決し、地域が主体となった森林づくりが定着するよう支援しま

す。 

○地域が主体となった森林づくりの支援

・ 新たに４つの市町村において「市町村森林管理委員会」が設立されました。

①東白川村 東白川村森林づくり委員会 設立：平成 23 年４月 13 日

②七宗町 七宗町森林管理委員会 設立：平成 24 年２月３日

③土岐市 土岐市森林づくり会議 設立：平成 24 年２月 13 日

④可児市 可児市森林管理委員会 設立：平成 24 年２月 14 日

その結果、「市町村森林管理委員会」のある市町村の森林面積は、県の森林面積

863 千 ha のうち 97％をカバーする 840 千 ha となりました。

・ 主な「市町村森林管理委員会」の活動状況

「揖斐川町森林管理委員会」では、作業部会を組織し、６つのモデル地区で集約化

実施計画の策定に取り組んできました。谷汲地区の団地では、地元住民による組織

化が進み、「大洞森林保全会」が設立され、揖斐郡森林組合、揖斐川町、県と協働で

施業地の集約化に取り組んでいます。

【設置済市町村：27 市町村】

山県市・中津川市・本巣市・飛騨市・下呂市・郡上市・恵那市・白川村・高山市・揖斐川町・

関ヶ原町・池田町・海津市・瑞浪市・美濃市・大垣市・関市・白川町・養老町・御嵩町・

岐阜市・大野町・垂井町・東白川村・七宗町・土岐市・可児市

揖斐川町谷汲大洞森林保全会（揖斐川町）
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③目標値の達成状況

項 目 区分(単位) 基準年

(H17)
H19 年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23 年度 5年後(H23)

地域が主体となった

森林づくり組織の設

置市町村数

実績

（市町村）
2 12 18 20 23 27 34（目標）

・ 森林法の改正に伴う今年度の市町村森林整備計画の一斉変更では、有識者の意見

聴取が法定事項となりましたが、市町村森林管理委員会を設置している市町村では

委員会が意見聴取、合意形成の場となりました。

七宗町森林管理委員会 可児市森林管理委員会 土岐市森林づくり会議

・ 県内の603地区・10万haの森林で、路網や森林整備の全体計画（地域プラン）で

ある「集約化実施計画」の作成を支援しました。

・ 森林境界が明確になった箇所を県域統合型ＧＩＳに登録し公開することにより、

施業の集約化にかかる地域活動を支援しました。

県域統合型ＧＩＳとは

行政機関では、様々な分野（道路、防災、福祉、環境等）で

地図情報を扱っています。県域統合型ＧＩＳでは、背景地図

（地図、航空写真）の共通化によりコスト縮減を図り、登録さ

れた地図情報を共有することで業務の効率化を図っています。

県と県内市町村との共同利用により、行政の垣根を越えた情

報連携や、住民へ視覚的にわかりやすい地図情報の提供サービ

スを展開しています。

・ 高山市（旧丹生川村、旧宮村）、飛騨市

（旧河合村、旧神岡町）の地籍調査結果約

4,220haを森林簿・森林計画図に反映し、

森林簿の精度向上を図りました。

地籍調査結果の反映前と反映後
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④新たな課題

⑤平成２４年度以降の対応

・課題-1：平成 23 年４月に森林法が改正され、市町村森林整備計画における有識者へ

の意見聴取が必要となったことにより、合意形成の場としての「市町村森林管理委

員会」の役割が更に求められることとなりました。また、実効性を確保するために

は、策定後の実行監理、見直し等について、継続して協議する体制が必要となりま

す。

・課題-2：多くの市町村では、公益的機能別施業森林のゾーニングについて十分な議

論ができなかったため、白地が多くなっています。公益的機能別に目標林型を明確

にし、ゾーニングに伴う森林施業の制約も説明した上での合意形成が必要です。

・課題-3：「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用した環境保全林整備事業に関しては、

公益的機能別施業森林が対象となりますが、補助事業実施のためだけの安易なゾー

ニングを行うのではなく、機能評価が高いなどの必然性が伴うべきです。また、地

域の実情に応じた市町村提案事業の検討についても重要なテーマになります。

・課題-4：施業の集約化、森林境界の明確化等の必要性を地域の共通課題として認識

し、関係者が連携、役割分担して取り組む必要があります。

・対応-1：「市町村森林整備計画」策定の合意形成の場としての位置づけを明確にし、

集約化、森林経営計画の策定等の地域の課題への取り組みを推進するため、林業普

及指導員（准フォレスター等）が森林研究所、岐阜県立森林文化アカデミーと連携

し、各市町村森林管理委員会の運営や技術的な指導・支援を行います。

・対応-2：公益的機能別施業森林のゾーニングについて、継続して議論する必要があ

ります。また、森林経営計画の認定等と併行して、木材等生産機能維持増進森林の

ゾーニングも必要です。まずは、市町村自らが市町村有林のゾーニングを行うこと

によって、基本方針を示すことが重要です。そのために林業普及指導員（准フォレ

スター等）が市町村へ技術的な指導・支援を行います。

・対応-3：「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用した環境保全林整備事業、市町村提案

事業について、各市町村森林管理委員会においても十分な検討ができるように情報

提供を行います。

・対応-4：「市町村森林整備計画」の実行にあたっての課題を地域の共通課題として認

識し、「市町村森林管理委員会」を中心に関係者が連携・協力して取り組めるよう指

導・支援します。
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（６）技術の向上及び普及

①施策の方向性

②主な平成２３年度施策の実施状況

「健全で豊かな森林づくり」や「林業及び木材産業の振興」を進めるうえで、地

域の課題や現場の声を反映した調査研究を行い、それを現場で実行し普及できる人

材を育成する必要があります。

調査研究においては、長期的な視野で地域の特性に応じたテーマに取り組み、そ

の成果の普及・指導等に努めるとともに、大学その他の研究機関や事業者との連携

を進めます。

○技術の調査研究

岐阜県森林研究所では、地域特性を重視した試験研究課題に積極的に取り組んで

います。

（主な研究課題）

・「針葉樹人工林の高齢化に適応する間伐体系の構築」（H21～H25）

→現存するスギ林・ヒノキ林の高齢化に適応した間伐技術の研

究開発。

・「キノコ栽培における菌床劣化防止技術の開発」(H21～H23)

→キノコ栽培期間中において菌床を劣化させる様々な外的要

因に対する対策技術の研究開発。

・「環境にやさしいカシノナガキクイムシの防除技術の開発」

（H22～H24）

→昆虫寄生性線虫を利用した駆除技術の開発およびナラ菌を利

用した予防技術の開発。

・「間伐促進のための低負荷型作業路開設技術と影響評価手法の

開発」(H21～H24)

→土砂が流出しやすい作業路路面の保護対策等、環境にやさ

しい作業路開設技術の開発。

・「木質バイオマス収集運搬システムの開発」(H19～H23)

→木質バイオマスの利用促進のため、林地残材等の未利用資源

を低コストで収集運搬するシステムの研究開発。

キノコバエの軽減試験

樹冠サイズの検討

実証試験の状況

作業路調査

被害木への昆虫寄生性
線虫の接種状況
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木質バイオマス収集・運搬用の林業機械を開発しました

間伐作業等にともない発生する枝葉や端材等は、大量に発生しているにもかかわらず、

未利用のままです。森林研究所では、これら木質バイオマスの効率的に搬出して有効利用

するため、林野庁の「森林整備効率化支援機械開発事業」（H19～23）の委託を受け、造材

と同時に梢端や枝条を小さく破砕する機能を持ったプロセッサと、かさ張る枝条を圧縮す

る機能を搭載したフォワーダを開発してきました。なお、開発は(独)森林総合研究所、東
京農工大、民間メーカー２社と共同で行いました。

①バイオマス対応型フォワーダ

バイオマス対応型フォワーダは、用材とバイオマスの両方の運搬に対応しています。

フレームが左右に大きく伸縮して、積載した枝条を圧縮します。圧縮機能により、積載量

を約 1.5倍以上にすることができました。また、ダンプ機能も備えており、荷下ろしも迅
速に行えます。

②チッパー機能付きプロセッサ

チッパー機能付きプロセッサは、丸太を造材する既存のプロセッサヘッドにチッパー

機能を付加しました。１台で造材作業とチップ化作業の２工程を同時に行えます。プロセ

ッサ機能で通常通りの造材作業を行い、そのまま材をつかみ直すこと無く、梢端部を枝条

ごと裁断します。裁断することで、梢端や枝条は約 40%まで減容化されます。材長が短
くなることで、小型のコンテナや袋で枝条を搬出することも可能になりました。また、裁

断工程を自動化して操作性の向上も図っています。



- 59 - 
 

③目標値の達成状況

④新たな課題

○技術の普及指導

・ 岐阜県森林研究所では、研究・成果発表会を年２回開催し、「クマハギ防止資材に

よるシカハギの防止効果」、「路網開設による濁水流出の防止対策」等について発表

しました。また、林業普及指導員と連携して新技術等の普及指導を行いました。

○市町村森林整備計画の図面化計画の支援

・ 市町村森林整備計画の図面化計画の支援にあたって、「県域統合型ＧＩＳ」の環境

を整備し、参考となる図面を作成・提供しました。また、市町村を対象に操作研修

を実施しました。

○森林簿データの精度向上

・ 林分収穫表と林分密度管理図の見直しにあたって、県内の 300 箇所の森林につい

て調査を行いました。

・課題-1：新たな試験研究課題に取り組むにあたっては、現場や県民ニーズの高いテ

ーマから設定していく必要があります。

・課題-2：試験研究課題の成果を普及させることが必要です。

・課題-3：森林簿について、現地との乖離が指摘されていたことから林分調査を実施

しましたが、今後は、調査結果を基に森林簿の見直しを行う必要があります。

項 目 区分(単位)
基準年

(H17)
H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 5年後(H23)

新技術移転件数 （件）累計 － 14 26 37 51 59 50（目標）
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⑤平成２４年度以降の対応

・対応-1:森林・林業関係者等へのヒアリング調査、イベントにおける一般県民へのア

ンケート調査等によりニーズを把握したうえで、新規研究課題を設定します。

・対応-2：「研究・成果発表会」を通じて研究成果の発表を行います。

また、森林研究所の研究員と林業普及指導員が連携・分担しながら、林業事業体

等への技術指導や新技術の普及に努めます。

・対応-3：森林研究所と連携・協力して林分調査結果の分析を行い、林分収穫表の見

直しを行うことによって森林簿の精度を高めます。
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ⅢⅢ 計計画画実実現現にに向向けけたた総総合合的的なな対対策策ででああるる「「４４つつののププロロジジェェククトト」」のの進進捗捗状状況況

１ 「健全で豊かな森林づくりプロジェクト」

（１）平成２３年度の実施状況

○ 15 のモデル団地で事業を実施しました。

◆平成２３年度の１５のモデル団地の実績

施業集約化面積： 779ha

木材生産量 ：19,085ｍ3

作業道 ：34,177ｍ

「健全で豊かな森林づくりプロジェクト(通称：森プロ)」は、提案型による環境保全と効率的な木材

生産の両立を目指すモデルとなる大規模な施業団地を形成する取り組みです。

②揖斐森林づくりプロジェクト

提案事業体：揖斐郡森林組合

場所:揖斐川町谷汲木曽屋地内

面積:595ha 集約化人数:282 人

③中濃森林づくりプロジェクト

提案事業体：中濃森プロＪＶ

場所:関市下之保、富之保地内

面積:586ha 集約化人数:39 人

④郡上森林づくりプロジェクト

提案事業体：郡上森林組合

場所:郡上市明宝寒水地内

面積:1,372ha 集約化人数:130 人

⑥美濃白川森林づくりプロジェクト

提案事業体：白川町森林組合

場所:加茂郡白川町黒川地内

面積:791ha 集約化人数:98 人

⑦可茂南部森林づくりプロジェクト

提案事業体：可茂森林組合

場所:加茂郡七宗町神渕地内

面積:892ha 集約化人数:352 人

⑧飛騨高山森林づくりプロジェクト

提案事業体：飛騨高山・間伐材テクＪＶ

場所:高山市丹生川曽手地内

面積:564ha 集約化人数:102 人

高性能林業機械による木材生産（飛騨市）

⑫飛騨市森林づくりプロジェクト

提案事業体：飛騨市森林組合

場所:飛騨市古川町黒内地内

面積:1,076ha 集約化人数:171 人

⑩中津森林づくりプロジェクト

提案事業体：中津川市森林組合

場所:中津川市福岡町柏原地内

面積:730ha 集約化人数:210 人

⑨円原森林づくりプロジェクト

提案事業体：円原森林づくりプロジェクト共同体

（岐阜中央森林組合、（株）遠藤造林）

場所:山県市円原地内

面積:476ha 集約化人数:165 人

⑪恵南第２森林づくりプロジェクト

提案事業体：恵南森林組合

場所:恵那市串原中沢地内

面積:598ha 集約化人数:81 人

⑤恵南森林づくりプロジェクト

提案事業体：恵南森林組合

場所:恵那市上矢作町飯田洞地内

面積:686ha 集約化人数:181 人

⑭宝の森プロジェクト

提案事業体：飛騨高山・宝の森

間伐材テクＪＶ

場所:高山市上宝町地内

面積:527ha 集約化人数:96 人

⑬王子・川浦の森プロジェクト

提案事業体：王子森プロ JV

場所:関市板取地内

面積:721ha 集約化人数:44 人

①椿森林づくりプロジェクト

提案事業体：椿森林づくりプロジェクト共同体

（岐阜中央森林組合、極東森林開発（株））

場所:山県市椿、笹賀地内

面積:593ha 集約化人数:269 人

⑮林建協働プロジェクト

提案事業体：たかやま林業・建設業(協)

場所:高山市清見町地内

面積:482ha 集約化人数:62 人

※面積、集約化人数は、各プロジェクト 5 年間の計画値
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（２）平成２３年度の評価

（３）平成２４年度以降の対応

○ 林業先進国ドイツから、林業経営の専門家であるフォレスターと道づくりの第一

線で活躍するオペレーターを講師に迎え、「将来に残す木」の選び方や排水機能等に

優れた「欧州型の道づくり」等を習得するための実地研修を行いました。

開 催：10月24日～10月28日（5日間） 参加者数：40人

○ 平成 24 年度は、「森プロ」の実績を活用して、県内各地へ健全で豊かな森林づくり

の取り組みを拡大するため、「地域展開型森林づくりプロジェクト」を進めます。

○ 林業事業体が高性能林業機械を試行的に利用し、機械操作技術を習得するととも

に、現場に応じた効率的な作業システムを構築できるよう高性能林業機械のレンタル

経費を助成します。

また、計画的に木材生産に取り組み、木材生産量を増大できる事業体については、

機械の導入経費を助成します。

○ 効率的な木材生産が「森プロ」の団地内に限定的であるため、公有林を中心に団地

外へ広げるための取り組みを行いましたが、今後は、新たなプロジェクトとして取り

組むことが必要です。

○ 他方、「森プロ」に取り組んだ林業関係者は、習得した知識や技術、そして地域か

らの信頼感により、着実に経営規模を拡大しつつあります。

○ これまで木材生産に取り組んだことのない林業事業体にとっては、事業地の集約

化、路網の開設、高性能林業機械を活用した木材生産、需要に対応した効率的な木材

流通等に一体的に取り組むことは困難であり、引き続きハード・ソフトそれぞれの面

での支援策が必要です。

欧州型道づくりワー
クショップ(高山市)

支障木の伐倒・枝払ワー
クショップ(高山市)

＜地域展開型森林づくりプロジェクトの実施方針＞

・公有林（県・市町村有林等）は、私有林の模範事例として、環境保全と木材生

産を両立した森林経営を展開。

・地域の先導的な団地を地域展開型森林づくりプロジェクトに位置づけ、早期に

森林経営計画を作成。

・森林経営計画の岐阜県モデル団地（他の森林経営計画の模範事例）として、健

全で豊かな森林づくりを推進。

・地域展開型森林づくりプロジェクトの実施にあたっては、地域のモデル団地を

設定すること、林業事業体及び人材の育成を図ることを目的として、林業普及

指導員が重点的に指導、支援を行う。
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２ 「県産材流通改革プロジェクト」

（１）平成２３年度の実施状況

○製材加工施設の整備 ～Ａ材（直材）対策～

・ 新生産システムモデル事業で整備した大型製材工場［飛

騨高山森林組合（新宮工場）、親和木材工業（各務原工場）］

の経営の安定化に向けた指導を行うとともに、Ａ材の需要

拡大のため製材工場の施設整備（東白川村）に対して助成

しました。

住宅産業を中心に国産材の使用が増えてきており、今後

生産量が増大すると見込まれるＡ材の加工体制整備のた

め、Ａ材加工戦略プランを策定しました。

○合板工場整備 ～Ｂ材（曲がり材）対策～

・ 平成 23 年４月から森の合板工場が本格稼働し、東日本

大震災の復興需要等により、当初計画を上回る量の合板を

製造しています。

○木材流通の効率化

・ 製材工場、合板工場等で利用される原木の直送を進め

るため、３事業体のストックポイントで使用する原木仕

分け用機械等の整備に対して助成をしました。

・木材需要に併せて木材の造材・仕分けをする人材 (木材

需給コーディネーター)を２人育成しました。

○木質バイオマス利用 ～Ｃ・Ｄ材（小径木、根元材、端材、

枝等）対策～

・ 木質チップ・ペレット等木質バイオマス利用の推進を図

るため、３事業体の木質ペレットボイラー施設整備、２事

業体の木質バイオマス資源搬出に対して助成しました。

○ぎふ性能表示材の普及促進

・ 平成 22 年度に産地・合法性の証明に加え、新たに乾燥度合いや強さが表示された

製材品を「ぎふ性能表示材」として認証する制度を創設するとともに、制度を運営

する機関として、「ぎふ性能表示材認証センター」が設立されたところですが、平成

23 年度は、センターを中心に、県内外住宅イベントへの出展、工務店・建築士との

情報交換会、県内外 7,000 社の工務店・建築士へのパンフ配布等のＰＲや現地訪問

による営業活動等により「ぎふ性能表示材」の販路拡大を行いました。

「県産材流通改革プロジェクト」は、木材の品質と用途に応じた流通の合理化や最適な加工体制の

整備を目指す取り組みです。

製材工場（東白川村）

ストックポイント整備（郡上市）

森の合板工場の製品（中津川市）

木質バイオマス利用施設
（揖斐川町）
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（２）平成２３年度の評価

（３）平成２４年度以降の対応

○ 県内の木材需要に対応するため、木材の安定供給が必要です。

○ Ａ～Ｄ材まで県内で加工する体制の整備、山土場・中間土場等のストックポイン

ト整備、木材需給コーディネーターの育成等により、原木の製材工場等への直送割

合は原木流通量の約 5 割まで増加してきています。(平成 17 年度の直送割合は約 1

割)

○ 需要先のニーズに応じて安定的に低コストで供給する体制の整備を一層加速化せ

る必要があります。

○ 引き続き揖斐地域をモデルに、間伐材等未利用材の生産（搬出）・流通・加工を総

合的に進める必要があります。

○ 制度開始２年目となった「ぎふ性能表示材」について、製材工場に対する品質向

上研修会の開催や、県内外の建築関係への販路拡大に取り組み、平成 23 年度の供給

量は 7,719m3となりましたが、制度の普及や定着に向けたより一層の取り組みが必要

です。

○ 「森林経営合理化プロジェクト」に基づき、公有林等からの木材生産の促進や需

給調整等、安定供給の仕組みづくりに取り組みます。

○ Ａ材加工戦略プランに基づき、生産の増加が見込まれるＡ材を県内で加工できる

体制の整備を図ります。

○ 木材需給コーディネーターの育成に努める団体の取り組みを支援するとともに、

Ａ、Ｂ、Ｃ材別の材積推計手法の開発等、木材需給コーディネーターが活動しやす

い仕組みづくりをします。

○ 搬出間伐の促進によりＡ材、Ｂ材と併せて一体的に生産されるＣ・Ｄ材を有効活

用するため、地域の実情に応じた搬出から加工までの効率的な利用システムを構築

するとともに、木質バイオマスのエネルギー利用を促進します。

○ 「ぎふ性能表示材」の普及・定着に向けて、制度の対象部材の拡充を検討すると

ともに、引き続き販路拡大に努め、製材工場における人工乾燥施設の導入支援や乾

燥技術の向上等を通じて「ぎふ性能表示材」の供給体制を強化します。

○県産材の販路拡大対策

・ 県産材の販路拡大のため、大

手ハウスメーカーや県内外の

工務店・設計士との連携を望む

製材・加工業者の掘り起こし

や、商談会（ビジネスミーティ

ング）を美濃市、名古屋市で実

施しました。（参加企業 59 社）
（美濃市） （名古屋市）

ビジネスミーティング
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３ 「ぎふの木で家づくりプロジェクト」

（１）平成２３年度の実施状況

○県産材住宅建設促進の取り組み

・ ぎふ性能表示材を主要構造材（土台・柱等）に 80％以上、かつ横架材（梁・桁等）

に６m3以上使用した住宅を建設する建築主に対し 20 万円を助成する「ぎふの木で家

づくり支援事業」を実施したところ、160 棟の応募がありました。

・ 「ぎふの木で家づくり支援事業」に応募のあった住宅のうち、内装材に 50 ㎡以上

のぎふ証明材を使用した建築主に対して 10 万円を助成する「ぎふの木で内装木質化

支援事業」を実施したところ、73 棟の応募がありました。また、増改築において、内

装材に20㎡以上のぎふ証明材を使用した建築主に対して最大10万円を助成する制度

には、15 棟の応募がありました。

・ 消費者に対して県産材を使用した家づくりの提

案ができる岐阜県木造住宅アドバイザーを、平成

23 年度に 29 人養成・認定し、合計 205 人となり

ました。

・ 県産材の良さ等を広くＰＲするため、教育・福

祉関連公共施設の木造化・内装木質化を 16 施設で

実施しました。

「ぎふの木で家づくりプロジェクト」は、県産材を利用したいと思う消費者と工務店等の拡大による

県産材住宅の建設促進を進める取り組みです。

教育施設の内装木質化の事例(可児市)

県産材を使用した住宅

木造住宅アドバイザー養成研修(白川町)

内装木質化された県産材住宅
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（２）平成２３年度の評価

（３）平成２４年度以降の対応

○ 長期優良住宅等の高品質な住宅に対するニーズに対応するため、含水率、曲げ性

能等の品質・性能が表示された「ぎふ性能表示材」の供給を開始しましたが、引き

続き、普及、定着に向けた取り組みが必要です。

○ 一戸あたりの県産材利用率を高めることと、増改築における県産材の需要拡大が

必要です。

○ 増改築における内装木質化に対する助成制度への応募数が低迷していることか

ら、対象を広げる等の見直しを行うことが必要です。

○ 平成 22 年 10 月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施

行され、公共建築物の木造化、内装木質化をより一層推進することが必要です。

○ 県産材住宅の建設を促進するためには、県産材の良さ等に関するより一層のＰＲ

活動が必要です。

○ ぎふ性能表示材の対象部材の拡充を検討するとともに、製材工場における人工乾

燥施設の導入支援や乾燥技術の向上等を通じて「ぎふ性能表示材」の供給体制を強

化します。

○ 県産材を多用した住宅・店舗等の建設や増改築にあわせた内装材利用を促進する

ため、県産材利用拡大に対する支援を拡充します。

○ 増改築の対象について、住宅に加え、新たに普段の生活の中で身近に利用でき、

一定時間過ごすことができる店舗等も対象にします。

○ 「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して、公共施設の木造化、内装木質化や木

製学童机・椅子や木製教材等の導入を促進するとともに、大規模な木造施設の建設

コストを低減するための研修会を開催します。

○ 従来の建築士に加え、新たに営業担当者を対象とする木造住宅に関する養成講座

を開催し、相談員として登録することにより、木造住宅に関する各種相談体制を拡

充します。
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４ 「県民協働による森林づくりプロジェクト」

（１）平成２３年度の実施状況

「県民協働による森林づくりプロジェクト」は、社会全体で森林づくりを支える県民運動の展開と地

域推進体制の構築を目指す取り組みです。

○木の国・山の国県民運動

・ 春に全国植樹祭 5周年記念大会（5/21）を、夏は

ぎふ山の日フェスタ 2011（8/7）を、秋は森と木と

のふれあいフェア 2011（10/22･23）を開催しました。

・ 木育推進員による「木育教室」を、県内の保育園・幼

稚園等で 29 回開催しました。

・ 「緑と水の子ども会議」において、(株)ＬＩＸＩＬ及

びアサヒビール（株）が森林環境教育の推進に関する協

定に基づき、森の働きや水に関する学習についての出前

講座を県内の小･中学校等、延べ30校で実施しました。

○企業との協働による生きた森林づくり

・ 新たに（株）平和堂、サントリーホールディングス(株)、関係町村、県、森林所有

者との間で生きた森林づくり協定が締結されました。

・ 県下各地で企業の森林づくり活動の輪が広がりました。

企業名

（団体名）

活動地 面積

（ha）

協定

締結日

協定

年数

H23 活動回数

（参加人数）

主な活動内容

①トヨタ紡織（株） 中津川市 7.05 H20.1.15 ５年 ３回（320 名） 植樹、地域交流

②ブラザー工業（株） 郡上市 28.00 H20.2. 6 10 年 ２回（200 名） 植樹

③(財)田口福寿会 大垣市 18.00 H20.2.25 ７年 １回（80 名） 植栽

④日本たばこ産業（株） 中津川市 12.29 H20.3.21 ５年 ２回（360 名）
森林整備活動

地域交流

⑤カンチグループ及び

同グループ協力会
岐阜市 7.61 H20.4.16 10 年 ６回（310 名） 森林整備活動

⑥イビデン（株） 揖斐川町 41.31 H20.8. 5 10 年 ４回（500 名） 植樹、地域交流

⑦太平洋グループ 大垣市 5.28 H21.2.12 10 年 －回（－名）

⑧（株）岐阜造園 御嵩町 14.66 H21.3.23 ５年 12 回（230 名） 森林整備活動

⑨アサヒビール（株） 御嵩町 5.00 H21.6.10 ５年 ２回（100 名） 森林整備活動

⑩（株）ＮＴＴドコモ 土岐市 4.70 H21.11.1 ５年 ２回（230 名）
森林整備活動

地域交流

⑪(生協)コープぎふ 関市 6.53 H22.2.15 ５年 ２回（160 名）
森林整備活動

森林学習

⑫岐阜車体工業（株） 白川町 4.70 H22.5.17 ５年 １回（30 名）
森林整備活動

地域交流

⑬飛驒産業(株) 高山市 6.00 H22.11.4 10 年 ８回（156 名） 森林整備活動

全国植樹祭 5周年記念大会(下呂市)

（株）ＬＩＸＩＬ出前講座(関市)
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（２）平成２３年度の評価

（３）平成２４年度以降の対応

○ 「緑と水の子ども会議」に取り組む教育機関が増え、教育の場での木育・森林環境

教育の必要性の認識がさらに深まりました。

○ 行政や各種団体による様々な木育・森林環境教育が実施されましたが、実施機関が

共有できる目標が明確でなく、一体性のある取り組みにはなりませんでした。

○ 不安定な経済情勢に加え、東日本大震災の影響を受け、森林づくり活動を見合わせ

た企業がありましたが、新たに２社と協定の締結を行いました。

○ 関係者が共有できる木育・森林環境教育の指針（ビジョン）を示し、段階的・継続

的な教育手法を確立します。

○ ぎふ森林づくりサポートセンターを中心に、木育・森林環境教育の普及拡大に取り

組むとともに、指導者の養成も強化していきます。

○ 企業に対して、森林づくり活動に関する情報提供を行いＰＲするとともに、満足で

きる森林づくり活動となるよう支援をしていきます。

⑭（株）平和堂 池田町 2.40 H23.7.21 5 年 １回（170 名） 記念植樹

森林整備活動

⑮サントリーホール

ディングス(株)
東白川村 166.53 H24.3.2 30 年 H24 から活動 森林整備活動

トヨタ紡織（株） 日本たばこ産業（株） 

イビデン(株) （株）岐阜造園

（株）ＮＴＴドコモ （生協）コープぎふ （株）平和堂

カンチグループ及び
同グループ協力会

ブラザー工業（株） 
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ⅣⅣ 地地域域ごごととのの実実施施状状況況
１ 岐阜地域 面積：99,252ha うち森林面積：58,743ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

岐阜地域では、877ha(対前年度比 75％)の間伐が実施されま

した。

◇治山事業の推進

崩壊危険度が高く生活への影響が大きい 17 箇所において治

山事業を実施しました。これにより、管内の山地災害危険地区

の着手率は 71.7％となりました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備促進

効率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため、

林道「伊自良～根尾線」（山県市、本巣市）等、林道を 917ｍ開

設するとともに、作業道（路）を 12,789ｍ開設しました。

◇公共施設・土木工事での県産材の利用拡大

メンタルケア施設けんさんの館（岐阜市）の木造化（新築）

に対して助成しました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇青少年に対する森林環境教育の推進

県立岐阜農林高等学校をはじめ８つの小・中学校、高等学校、

特別支援学校において緑と水の子ども会議を実施しました。

（４）プロジェクト

◇健全で豊かな森林づくりプロジェクト

山県市内において「椿森林づくりプロジェクト」、「円原森林

づくりプロジェクト」を推進し、作業道の開設 442ｍ、素材生

産量 266m3の実績をあげました。

本巣市・山県市内の 2つの林業事業体（（有）根尾開発、

(有)美山林業）が「健全で豊かな地域林業チャレンジ事業」に

取り組み、施業地の集約化や作業道の開設を進めました。

◇ぎふの木で家づくりプロジェクト

「ぎふの木で家づくり支援事業」では、新築ﾀｲﾌﾟが県下で 160 棟（うち、内装木質

化 73 棟）の応募があり、そのうち管内は約 4割の 61 棟（うち、内装木質化 41 棟）で

した。また、増改築ﾀｲﾌﾟは県下で 15 棟、うち管内で 5棟の応募がありました。

◇県民協働による森林づくりプロジェクト

「山県市森林づくり会議」では、地域の林業事業体が参加して、地域の実情を反映

した市森林整備計画の作成に向けた意見交換を行いました。

「本巣市森林整備推進会議」では、本巣市有林の整備や市森林整備計画について協

議を行いました。

「岐阜市林業会議」では、市内の森林整備や施業集約化に向けた協議を行いました。

健全で豊かな地域林業
チャレンジ事業（本巣市）

治山事業の実施（岐阜市）

けんさんの館（岐阜市）

緑と水の子ども会議(山県市)
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２ 西濃地域 面積：55,672ha うち森林面積：22,841ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

西濃地域では、274ha（対前年度比 69％）の間伐が実施され

ました。

◇治山事業の推進

崩壊危険度が高く生活への影響が大きい 10 箇所において治

山事業を実施しました。これにより、管内の山地災害危険地区

の着手率は 64.2％となりました。

◇森林被害対策の推進

カシノナガキクイムシの駆除事業（大垣市 50m3）を実施する

とともに、ニホンジカの被害防除のためのテープ巻き（大垣市

25ha）を実施しました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備促進

効率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため、

林道「明神線」（垂井町）等、林道を 332ｍ開設するとともに、

作業道（路）を 4,254ｍ開設しました。

◇団地化の推進

集約化により間伐等、森林施業を効率的に実施するため、市

町、林業事業体と共に５箇所の集約化実施計画を作成しました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇県民に対する森林環境教育の推進

森林･林業に関するパネルやペレットストーブ、木製品の展示

や、キノコ植菌･クラフト体験をイオンタウン（大垣市）におい

て開催し、森林づくりの重要性を一般県民へ普及しました。

◇ボランティア・ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり

「大垣市多良峡森林公園」（財団法人田口福寿会）でモミジの

植樹活動が行われました。

（４）プロジェクト

◇ぎふの木で家づくりプロジェクト

「ぎふの木で家づくり支援事業」に、６棟の応募がありました。

◇県民協働による森林づくりプロジェクト

各市町に設置された森林管理委員会では、地元住民の森林に

対する意識の向上や、住民の意見が反映された森林づくりを行

うため、施業集約化の取組や間伐体験活動が実施されました。

また、本年度は新たな森林の機能区分（ゾーニング）の導入

等、市町村森林整備計画の変更についての検討も行われました。

治山事業の実施（大垣市）

植樹活動（大垣市）

キノコ植菌体験（大垣市）

利用間伐の実施（関ヶ原町）

林道「明神線」（垂井町）

森林管理委員会（関ヶ原町）
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３ 揖斐地域 面積：87,665ha うち森林面積：75,595ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

揖斐川町、(独)森林総合研究所、森林公社及び揖斐郡森林組合が締結した春日尾

又・押又地域森林整備集約協定に基づき、作業道の開設 2,114m、間伐 27ha を実施し

ました。揖斐地域では、813ha（対前年度比 152％）の間伐が実施されました。

◇治山事業の推進

崩壊危険度が高く生活への影響が大きい 21 箇所において治

山事業を実施しました。これにより、管内の山地災害危険地区

の着手率は 79.7％となりました。また、土木事務所と農林事務

所が連携し、揖斐川町で「里山砂防」に取り組みました。

◇森林空間の利用の促進

大野町において、「絆の森整備事業」を実施し、広葉樹植栽

等の森林整備 14.4ha の他、東屋、散策道等の整備を行いまし

た。 
（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備促進

効率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため、

林道「春日・久瀬線」（揖斐川町）等、林道を 211ｍ開設すると

ともに、作業道（路）を 13,066ｍ開設しました。

◇新製品・新用途の開発促進

「かすがモリモリ村・薬草風呂」に加え、藤橋地区、久瀬地

区の温泉施設に木質ペレットボイラーが新たに導入され、間伐

等の林地残材を有効に利用する取り組みが本格的に始まりまし

た。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇青少年に対する森林環境教育の推進

揖斐川町・池田町の７つの小・中学校で緑と水の子ども会議を開催し、森林体験活

動等を実施しました。また揖斐川町内の小学校（１校）、大野町の保育園（１園）で木

に親しむ「木育教室」を開催しました。

◇ボランティア・ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり

イビデン(株）、揖斐川町、県、ＮＰＯ法人揖斐自然環境レンジャーが集い、「イビデ

ンの森」の植樹等森林づくり活動が地域住民との交流のもと行われました。また、(株)

平和堂、池田町、地元生産森林組合、県が森づくり協定を締結し、「平和の森・池田」

を開設するとともに、170 人が集い森林整備活動を行いました。

（４）プロジェクト

◇健全で豊かな森林づくりプロジェクト

「揖斐森林づくりプロジェクト」は、間伐 10ha（うち利用間伐 7ha）、除伐 3ha、作

業路の開設 299ｍ、素材生産量 316m3の実績をあげました。

◇地域展開型森林づくりプロジェクト

「坂内県有林プロジェクト」は、間伐 65ha（うち利用間伐 11ha）、作業道（路）の

開設 2,626ｍ、素材生産量 962m3の実績をあげました。

木質ペレットボイラー

（揖斐川町）

復旧治山事業（揖斐川町）

山のみち地域づくり交付金

春日・久瀬線（揖斐川町）
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４ 中濃地域 面積：58,989ha うち森林面積：47,635ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

中濃地域では、1,013ha（対前年度比 68％）の間伐が実施さ

れました。

◇治山事業の推進

崩壊危険度が高く生活への影響が大きい 14 箇所において治

山事業を実施しました。これにより管内の山地災害危険地区の

着手率は 64.7％となりました。

◇森林の適正な保全

保安林、林地開発制度の適確な運用や、森林パトロールの実

施に努めました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備促進

林道「大谷～大洞線」(関市)を 428ｍ開設するとともに、効

率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため、作業

道（路）を 11,461ｍ（13 路線）開設しました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇青少年に対する森林環境教育の推進

10 校の小・中学校において、緑と水の子ども会議を開催し、

間伐体験、しいたけの植菌、紙すき等を実施しました。

◇森林技術者の育成・確保

林業事業体や建設業者に対し、低コスト木材生産システムに

よる間伐及び作業路開設の研修を実施しました。

10 月７日に、建設業、林業事業体、森林組合による中濃地域

林建森づくり協議会が 10 社で設立され、森林施業の集約化に着

手しました。

◇ボランティア・ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり

生活協同組合コープぎふ、中濃森林組合、関市及び県の協定に基づき「コープぎふ

の森・関」の植樹活動を行いました。

◇地域が主体となった森林づくりの支援

「せき森林づくり委員会」、「美濃市森の環境づくり推進委員会」で、市町村森林整

備計画の変更にかかる意見聴取が行われました。また、「美濃市森の環境づくり推進委

員会」では、森林利用等への提言や森林等の整備が行われました。

（４）プロジェクト

◇ぎふの木で家づくりプロジェクト

「ぎふの木で家づくり支援事業」(新築 11 棟、内装材７棟申請)により県産材住宅の

建築促進を図りました。

◇健全で豊かな森林づくりプロジェクト（２地区）

「中濃森林づくりプロジェクト」は、間伐 31ha、素材生産量 473m3、集約化 113ha

の実績をあげました。

「王子・川浦（かおれ）の森プロジェクト」では、作業道 1850m の開設により車両

系と架線系高性能林業機械を併用した生産性の高い伐出システムの構築を目指します。

「コープぎふの森・関」の植樹（関市）

間伐施業地（関市） 

治山事業による谷止工（関市）

しいたけの種菌作業（関市）
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５ 郡上地域 面積：103,079ha うち森林面積：92,599ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

郡上地域では、2,617ha（対前年度比 85％）の間伐が実施さ

れました。

◇治山事業の推進

崩壊危険度が高く生活への影響が大きい 27 箇所において治

山事業を実施しました。これにより管内の山地災害危険地区の

着手率は 54.4％となりました。また、土木事務所と農林事務所

が連携し、郡上市で「里山砂防」に取り組みました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇高性能林業機械の導入促進

高性能林業機械ハーベスタ 1台の導入を行いました。

◇林内路網の整備促進

効率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため、

林道「相生～落部線」（郡上市）等、林道を 2,284ｍ開設すると

ともに、作業道（路）を 25,282ｍ開設しました。

◇団地化の促進

市において、集約化実施区域計画が 30 件認定されました。

また、郡上森林組合では森林施業計画から森林経営計画への

移行に伴うための準備を行いました。

◇素材の安定供給体制の構築

ログローダ導入の支援を行い、木材安定供給体制の整備を行

うとともに、間伐材の安定供給を図るよう 6,900m3 の運搬に対

する補助を行いました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇森林技術者の育成・確保

提案型集約化施業を実践できる「施業プランナー」を２人養成し

ました。土木シートを活用した軟弱地盤の路網開設、林産用新

型グラップルのデモ、ipad アプリを利用した提案型施業システ

ム等を修得するため、林業・建設事業体を対象とした研修会が

郡上市内において開催され、関係者 130 人が参加しました。

（４）プロジェクト

◇健全で豊かな森林づくりプロジェクト

「郡上森林づくりプロジェクト」は、間伐 12ha、素材生産量

2,009m3、集約化 10ha の実績をあげました。

◇ぎふの木で家づくりプロジェクト

ぎふの木で家づくり支援事業（新築7 棟応募）により、県産材住

宅の建設が促進されました。

間伐の実施（郡上市）

治山事業の実施（郡上市）

集約化推進座談会（郡上市）

林建協働研修会（郡上市）

林道の整備（郡上市）
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６ 可茂地域 面積：83,419ha うち森林面積：61,177ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

可茂地域では、1,248ha（対前年度比92％）の間伐が実施されま

した。

◇治山事業の推進

平成22、23年度の豪雨により発生した山地災害箇所等、危険度

が高く生活への影響が大きい23箇所について、治山事業を実施しま

した。これにより管内の山地災害危険地区の着手率は49.5％となり

ました。また、「山地災害防止の大切さ」と「山地災害の怖さ」を

啓発するため、治山工事施工地で「子供のための治山工事見学会」

を実施しました。

◇森林の適正な保全

保安林、林地開発制度の適正な運用や、森林パトロールの実施に

より不適正事案に対する指導を実施しました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備促進

効率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため、林道

「加茂東線」（東白川村）等、林道を1,178ｍ開設するとともに、

作業道（路）を69,762ｍ開設しました。

◇公共施設・土木工事での県産材の利用の拡大

県産材の利用拡大を図るため、温泉施設（白川町）、ディサービ

スセンター（御嵩町）及び自治会集会所（可児市）において木造化

及び内装木質化の支援を行いました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇森林技術者の育成・確保

施業プランナー２人の新規養成と５人のフォローアップ

を行いました。

◇ボランティア・ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり

ｻﾝﾄﾘｰﾎ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ と東白川村・県との間で、サントリー「天然

水の森 ぎふ東白川」の協定を３月２日に締結しました。

（４）プロジェクト

◇健全で豊かな森林づくりプロジェクト

「可茂南部森林づくりプロジェクト」は、間伐57ha、作業道開設

6,636ｍ、素材生産量1,302m3の実績をあげました。

「美濃白川森林づくりプロジェクト」では、間伐64ha、作業道開

設2,869ｍ、素材生産量1,354m3の実績をあげました。

◇ぎふの木で家づくりプロジェクト

ぎふの木で家づくり支援事業（新築23棟申請）により、県産材

住宅の建設促進を行いました。

治山工事見学会（白川町）

災害関連緊急治山施工地（御嵩町）

林道「加茂東線」（東白川村）

開設作業道を利用した間伐材

搬出（川辺町）

ぎふの木で家づくり支援(可児市)

きこり養成塾支援（御嵩町）
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７ 東濃地域 面積：38,225ha うち森林面積：24,302ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

東濃地域では、「条件不利森林公的整備加速化事業」や各種補助事業等の活用により、

255ha（対前年度比 72％）の間伐を実施し、その材の搬出利用に努めました。

◇治山事業の推進

生活への影響が大きい保安林5箇所において治山事業を実施しました。うち１箇所は災害

関連緊急治山により、当年度に発生した災害に対しすみやかに着手しました。

◇森林の適正な保全

違法な林地開発事案が頻発しているため、林地開発許可・保

安林制度の適正な運用を図りました。

職員による森林パトロール等による不適正事案の現地指導及

び早期発見、関係法令所管機関との連携対処に努めました。

しかし、依然として森林法に違反した事案が 24 件あることか

ら、適正化に向けた指導に努めました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備

効率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため、

作業道（路）5,319ｍを開設しました。

◇公共施設・土木工事での県産材の利用の拡大

県産材の利用拡大のため、木造公共施設（瑞浪市）の建設工

事に対して助成しました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇森林技術者の育成・確保

利用間伐による効率的な木材生産に向け、ＯＪＴ活動に取組

んでいる事業体に対し、岐阜県高性能林業機械オペレーター養

成研修を取り入れて、効率的な作業システム等の研修を支援し、

６人の森林技術者を育成しました。

◇ボランティア・ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり

（株）ＮＴＴドコモ東海支社と土岐市、県の間で平成 21 年に

協定を締結した「ドコモ土岐の森」において、７月９日に陶都

林材クラブの協力のもと 100 人が森林整備及び地域交流活動を

行いました。また、10月 15 日には募集した 25 組の親子による

森林・環境教室も行いました。

（４）プロジェクト

◇ぎふの木で家づくりプロジェクト

「ぎふの木で家づくり支援事業」では、新築 14 棟の応募があり、県産材住宅の建設

促進を図りました。

◇県民協働による森林づくりプロジェクト

土岐市では、木材生産と適正な森林管理との両立に向けて検討する「土岐市森林づ

くり会議」を平成 24 年２月 13 日に設立し取り組みが始まりました。また、瑞浪市の

「瑞浪市森林・林業会議」（H20 年設立）においても市町村森林整備計画についての検

討等が行なわれ、その活動支援を行いました。

木造公共施設「きなぁた瑞浪」
（瑞浪市）

谷止工の施工（瑞浪市）

高性能林業機械オペレータ
ー養成研修（多治見市）

ﾄﾞｺﾓ土岐の森整備活動

（土岐市）
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８ 恵那地域 面積：118,057ha うち森林面積：92,820ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

恵那地域では、補助制度の変更により搬出間伐を重点に行いました。このため、

1,796ha（対前年度比 73％）の実績となりました。

◇治山事業の推進

山腹の崩壊や崩壊土砂の流出により公共施設・人家に直接被害を与える恐れが高い

45 箇所で治山事業を実施し、管内の山地災害危険地区の着手率は 78.6％となりました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備

効率的な森林整備、素材生産・搬出を行うため、林道「三森山線」（恵那市）等、林道を

996ｍ開設するとともに、作業道（路）を 16,127ｍ開設しました。

◇団地化の促進

民国連携による協働施業団地の設定、林建協働による施業集

約化等で、森林経営計画策定を進めました。

◇県産材の販路・利用拡大

県産材の販路拡大のため、産直住宅団体の開催する産直住宅ツア

ー、現場見学会等の実施に助成しました。

◇公共施設・土木工事での県産材の利用の拡大

県産材の良さを広く普及するため、恵那市で保育園等の木造化、

中津川市で木造公営住宅の建築事業に助成しました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇青少年に対する森林環境教育の推進

岩邑小学校ほか４校で、緑と水の子ども会議を行いました。

◇森林所有者の意識改革

生産森林組合、財産区等の役員を対象に、搬出間伐等について森

林経営研修会を開催したところ19人の参加がありました。

◇森林技術者の育成確保

提案型集約化施業が実践できる施業プランナーを管内で１人

養成しました。また、プランナー1人のステップアップ研修で

さらに資質向上を図りました。

◇ボランティア・ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり

トヨタ紡織（株）、日本たばこ産業（株）との協働による森林づ

くり活動が計 11 回実施されました。

（４）プロジェクト

◇健全で豊かな森林づくりプロジェクト

地域展開型森林づくりプロジェクトとして、中津川市茄子川産業振興財団とグリー

ンピア恵那跡地恵那市有林の森林経営計画の基本設計を行いました。

◇県産材流通改革プロジェクト

復興用合板供給のため、森の合板工場本格稼働に合わせてスギ材を中心に県産材を

供給しました。

◇県民協働による森林づくりの推進

森林経営計画の策定を前提に生産森林組合・財産区等の施業集約化を支援しました。

企業との協働による森林づくり（中津川市）

施業集約化の座談会（中津川市）

林道「三森山線」（恵那市）

公共施設の木造化（恵那市）
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９ 下呂地域 面積：85,106ha うち森林面積：78,264ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

下呂地域では、1,058ha（対前年度 58％）の間伐が実施され

ました。

◇治山事業の推進

崩壊危険度が高く生活への影響が大きい 22 箇所において治

山事業を実施しました。これにより管内の山地災害危険地区の

着手率は 59.7％となりました。

また、下呂市萩原町尾崎地内で砂防工事と森林整備を連携し

た「里山砂防」に取り組みました。

◇野生生物との共存

里山における鳥獣被害対策を農業施策と連携して進め、あわせて森林整備事業への

新規参入を促進するため、下呂市馬瀬西村地区で森林整備新規参入モデル事業として

間伐４ha を実施しました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備促進

効率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため、

林道「下呂～萩原線」（下呂市）等、林道を 577ｍ開設するとと

もに、作業道(路)を 39,895ｍ開設しました。

◇団地化の促進

下呂市森林集約化協議会による森林境界明確化加速化事業に

より、491ha の森林境界明確化が行われました。

森林集約化実施計画の策定作業が下呂市森林集約化協議会を

中心に取り組まれ、48 地区、4,319ha が承認されました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇青少年に対する森林環境教育の推進

下呂市内の各小・中学校では、平成 18 年度に開催された全国

植樹祭を契機に、みどりの少年団活動に 14 校、緑の子ども会議

に 8校が取り組みました。

また企業による環境教育の出前講座を 5校で実施しました。

◇森林技術者の育成・確保

今後の下呂地域の森林づくりに不可欠な森林施業の集約化を図るため、下呂市森林

集約化協議会、下呂森林施業協議会、管内森林組合、林業関係会社を対象に、平成 24

年度から制度開始となる森林経営計画制度、林業専用道や森林作業道の路網、森林整

備関係補助制度についての研修会、勉強会を開催しました。

（４）プロジェクト

◇県産材流通改革プロジェクト

ぎふ性能表示材の出荷体制を整えるため、市内の製材・建築

事業者による事業協同組合が、乾燥機やグレーディングマシン

等を、木材加工流通施設等整備加速化事業を活用し導入しまし

た。

林道「下呂～萩原線」（下呂市）

グレーディングマシン

（下呂市）

既存施設を有効活用した

治山事業（下呂市）

境界明確化の確認作業(下呂市)
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１０ 飛騨地域 面積：332,653ha うち森林面積：308,686ha

（１）健全で豊かな森林づくりの推進

◇間伐対策の推進

飛騨地域では、1,945ha（対前年度比 122％）の間伐が実施されました。

◇治山事業の推進

崩壊危険度が高く生活への影響が大きい 22 箇所において治

山事業を実施しました。これにより管内の山地災害危険地区の

着手率は 56.8％となりました。

◇森林被害対策の推進

環境、景観保全を重視した森林において、カシノナガキクイ

ムシの予防・駆除事業（予防 150m3、90 本 駆除 629m3）が高山

市、飛騨市および白川村で実施されました。

（２）林業及び木材産業の振興

◇林内路網の整備

効率的、効果的な森林施業や木材の伐採・搬出を行うため林道「森安～万波線」（飛

騨市）等、林道を 400ｍ開設するとともに、作業道（路）を 61,655ｍ開設しました。

◇公共施設・土木工事での県産材の利用の拡大

県産材の良さを広く普及するため、高山市（公民館 1施設）の木造化施設整備に対

し助成しました。

◇国有林との連携

「高山一色・山中山地域森林整備推進協定（平成 23 年 3 月締

結）」に基づき民有林と国有林が連携し除伐 30ha、間伐 44ha、

素材生産量 3,200m3、林業専用道・森林作業道 5,430m の実績を

あげました。

（３）人づくり及び仕組みづくりの推進

◇森林技術者の育成・強化

林業と建設業との協働による森林づくりを進めるなか、飛騨市において「ひだ森林

整備協同組合」が設立されました。

飛騨高山高等学校の環境科学科生徒を対象に、森林・林業への関心を高め、林業の

就業を促進するため、林業就業体験研修を開催しました。

◇ボランティア・ＮＰＯ・企業等との協働による森林づくり

NPO 法人環境リレーションズ研究所との協働による森林づくが実施されました。

（４）プロジェクト

◇健全で豊かな森林づくりプロジェクト

「宿儺の森プロジェクト」は、間伐 65ha、作業道の開設 7,037m、

素材生産量 2,400m3の実績をあげました。

「宝の森プロジェクト」は、間伐 45ha、作業道の開設 8,500m、

素材生産量 4,000m3、集約化 85ha の実績をあげました。

「林建協働プロジェクト」は、間伐 81ha、作業道の開設 11,410m、

素材生産量 1,680m3の実績をあげました。

「朝霧の森プロジェクト」は、間伐 160ha、作業道の開設 3,000m、

素材生産量 3,000m3、集約化 216ha の実績をあげました。

奥地保安林保全緊急
対策事業（飛騨市）

森プロ地内でのドイツ

フォレスター研修（高山
市） 

民国連携による現地

研修会（高山市）
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ⅤⅤ 県県民民のの意意見見

Ⅴ－１ 県民からの意見聴取の経緯

報告書の作成にあたり、県民の方から多数の意見をいただきました。

◇林業関係団体への意見照会

８月１日 照会団体： 30 団体

◇木の国・山の国 1000 人委員会への意見照会

８月１日 照会者数：241 人

◇森林審議会への意見照会

８月１日 照会者数： 13 人

◇第１回 木の国・山の国県民会議

８月９日 岐阜県庁 参加人数： 14 人

合計：268 人・30 団体

Ⅴ－２ 県民からの意見

【健全で豊かな森林づくりの推進について】

○森林を資源として利用する前に、多くの生命を支える働きを認識し、保全・再生

しながら利用していくべきである。

○生物多様性等の観点から、森林の適正な管理をしていくことも必要である。

○水源地の保全は広葉樹の森が一番である。森林の多面的機能にも大きく貢献して

いるため、広葉樹林の整備に力を入れてほしい。

○植えて育てる林業から伐って利用する林業へと変わってきたが、植えて育てるこ

とを忘れてしまっては森林の永続はあり得ないと思う。

○間伐の推進は、森林所有者（特に若い世代）への理解がないと進まないと思う。

○鳥獣保護対策として、鳥獣のサンクチュアリをつくってはどうか。

○特にシカの皮剥ぎの被害が深刻なため、食い止めるための施策を充実してほしい。

○里山の放置・荒廃が進み、イノシシの被害が問題となっている。

○鳥獣害対策は猟友会に依存するのみで、その駆除効果はあまり出ていない。

○鳥獣害対策として、里山の整備、侵入防護ネットの設置も必要である。

○間伐材の利用のためにも、病害虫に対する対策が大切である。

○県内各地で竹林が問題となっているので、竹林の適正管理が必要である。

第 1 回木の国・山の国県民会議
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【林業及び木材産業の振興について】

○低コスト林業について、皆伐を行わなければ生産コストは下がらない。

○ドイツのように、10 トントラックが走れるような林道の整備が必要である。

○森林所有者と境界が簡単にわかるような制度が今後求められる。

○国産材自給率 50％を目指しているが、需要と供給のバランスが悪い。需要拡大の

取り組みを行わないと、木材が余り材価の低迷も続くのではないか。

○木材を搬出しても、製品・合板・チップが外国から入ってきて国産材の消費には

繋がらず、木材の在庫が増えて価格が下がることになる。

○高性能林業機械の導入が進んでいるが、木材の売り上げが下降しており利益を得

るのに大変苦労している。

○病害虫の被害にあった木材について、試験等で問題ないことを証明し、消費者へ

ＰＲしていくことが必要になってくると思う。

○「健全で豊かな森林づくりプロジェクト」のモデル団地は事業効果があると思う

が、地域と密着して小さな団地で活動している事業体にも配慮してほしい。

○個人の林業経営者は補助制度から切り捨てられた感があるが、森林整備を指導・

育成していくべき底辺の部分であると思う。

○合板工場の整備により原木の流れが激変した。安くても安定した販売先があるこ

とは有り難い存在である。

○県産材住宅の助成は個々に助成をするよりも、大きなハウスビルダーにまとめて

材木を供給する体制を整えたほうがより効果があるのではないか。

○木質ペレットの生産は、鉋屑
かんなくず

からであれば賛成するが、材木からの生産には疑問

を持つ。

【人づくり及び仕組みづくりの推進について】

○里山を活用した野外活動を保育園・幼稚園、小・中学校等で行ってはどうか。

○県民協働による森林づくりは、下流の愛知県、三重県、富山県にも参加を広げて

もらいたい。

○事業規模に見合った、また、技術者の継承も考慮して、林業に携わる作業員を確

保すべきである。

○機械化により作業員数は少なくてもよくなったが、技術者の育成には経験が 10 年

位必要である。

○森林施業プランナーやフォレスター研修等により、技術者のレベルはかなり上が

ったと思う。

○市町村森林管理委員会の活発な活動に伴い、森林への関心が高まっているように

感じる。
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人工林：人為的に苗木を植栽することにより育てられた森林。スギやヒノキ等の針

葉樹が中心。

天然林：更新に人の手が加えられていない森林、またはほとんど手が加えられず自

然のままになっている森林。ブナ、ミズナラ、クリ、コナラ、カシ類等の

広葉樹が中心。

ⅥⅥ 資資料料編編 岐岐阜阜県県のの森森林林・・林林業業をを取取りり巻巻くく現現状状

１ 森林

（１）森林資源

県土面積 1,062千 ha 全国第 7位

森林面積（国有林を含む） 866千 ha 全国第 5位

森林率（県土面積に対する森林面積の割合） 82 % 全国第 2位

民有林面積 685 千 ha 全国第 3位

人工林面積（国有林を含む） 387 千 ha 全国第 6位

天然林面積（国有林を含む） 436 千 ha 全国第 7位

資料：林野庁計画課「森林資源の現況」（平成 19年 3月 31日）

・ 岐阜県の森林面積は 863 千 ha(平成 23 年 3 月 31 日)と、県土面積の 81.2％を占めてい

ます。内訳は、国有林が 180 千 ha、民有林が 682 千 ha で、民有林は県土面積の 64.2％

を占めています。全国に比べ民有林の割合が高く、民有林面積は平成 18 年度末現在で全

国第３位です。

土地（面積割合：全国）

民有林
46.1%

国有林
20.3%

その他
24.0%

農 地
9.6%

土地（面積割合：岐阜県）

民有林
64.2%

農 地
3.8% その他

15.0%
国有林
17.0%

森林面積：25,097 千 ha（平成 18年度） 森林面積：863 千 ha（平成 23年度）

資料：林野庁「森林資源の現況（平成19年3月31日）」

農林水産省「2010年世界農林業センサス」

国土交通省 国土地理院「全国都道府県市区町村別

面積調（平成23年10月1日）」

資料：土地面積は県統計課「岐阜県統計書（平成23年）」

国有林面積は中部森林管理局調べ

民有林面積は県森林整備課調べ

農地面積は農林水産省「2010年世界農林業センサス」
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・ 森林蓄積は年々増加しており、民有林蓄積は 139,699 千㎥となっています。特に人工

林蓄積が著しく増加しています。

・ 民有林人工林のうち 35 年生以下（７齢級以下）の若・幼齢林の面積は 73 千 ha、全体

の 24％を占めており、除間伐等の保育施業の実施が重要となっています。

・ また、造林補助事業による間伐の対象となる 11～35 年生の人工林面積は 72 千 ha で、

民有林人工林の 23％を占めています。

民有林人工林齢級別面積分布(岐阜県）
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民有林人工林面積 全国：7,971 千 ha 岐阜県：308 千 ha

資料：県森林整備課調べ 資料：県森林整備課調べ

民有林森林面積の推移
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民有林人工林蓄積 全国：2,223 百万 m３ 岐阜県：88,220 千 m３

資料:全国数値は、林野庁「森林資源の現況(平成 19 年 3月 31 日）」

県数値は、県森林整備課調べ

注:全国数値は 20 齢級以上の集計はしていない。
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・ 民有林の樹種別面積をみると、ヒノキ人工林の割合が全国数値に比較して高くなって

います。平成 18 年度末現在、本県のヒノキ人工林面積・蓄積は、高知県に次いで第２位

となっています。

民有林樹種別面積（全国）

未立木地等
4%

スギ人工林
22%

ﾋﾉｷ人工林
12%

その他人工林
12%

針葉樹天然林
7%

広葉樹天然林
43%

（平成18年度）

（２）森林整備

・ 単層林造林面積は昭和 50 年当時から減少傾向が続いています。平成 23 年度は 156ha

（対前年度比 103％）であり、そのうちスギが 98ha と造林面積の 63％を占めています。

単層林造林面積の推移
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・ 下刈面積は昭和 55 年度以降減少傾向が続き、近年は 1千 ha 台で推移しています。

・ 除間伐面積は、近年 16 千 ha 前後で推移していましたが、平成 23 年度は 13 千 ha（対

前年度比 83％）と落ち込んでいます。

民有林樹種別面積（岐阜県）
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資料：林野庁「森林資源の現況（平成19年3月31日）」 資料：県森林整備課調べ
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資料：県森林整備課調べ 資料：県森林整備課調べ

単層林保育面積の推移
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（３）県土の保全

・ 保安林面積は平成 23 年度 420,496ha であり、そのうち民有保安林が 247,348ha、国有

保安林が 173,148ha で、県土面積の 39.6％、森林面積の 48.8％を占めています

・ 保安林の 65.0％は、水資源の確保に重要な役割を果たしている水源かん養保安林で、

続く 32.3％が土砂流出防備保安林となっています。

県土面積に占める保安林の割合

その他の
森林
41.6%

保安林
39.6%

その他
18.8%

（平年23年度）

保安林の種類別構成割合

その他
2.7%

土砂流出防

備 32.4%

水源かん養

64.9%

（平成23年度）

複層林整備（植栽型）面積の推移
（樹種別樹下植栽面積）
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資料：県森林整備課調べ 資料：県森林整備課調べ

資料：県治山課調べ 資料：県治山課調べ
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育成複層林整備（天然更新型）面積の推
移(不用木除去淘汰・樹下植栽面積）
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・ 平成 23 年度の林地開発許可件数及び面積は 3件、5ha で、特に面積は前年度より大幅

に減少し、林地開発行為許可制施行後、最も多かった平成 2年度(504ha)と比べると 1％

にとどまっています。

・ 平成 23 年度の治山事業工事費［公共・県単（県営のみ）］は 43.6 億円で、対前年度

比 81.7％と減少しています。

・ 平成 23 年度の森林被害面積は 2,163ha で、対前年度比 46％に減少しました。森林被

害面積のうち、2,159ha（構成比 99.8％）が病虫獣害によるものです。

・ 本県の自然公園面積は、県立公園の割合が 62.6％と全国平均の 36.4％に比べて高くな

っています。

自然公園面積の割合
(平成２３年度）
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資料：県治山課調べ 資料：県治山課調べ

資料：環境省自然環境局「自然保護各種データ一覧」

森林被害面積の推移
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２ 林業・木材産業

（１）林業経営

・ 平成 22 年度の生産林業所得は 59 億円(対前年度比 100.2％)、林業産出額（林業粗生

産額）は 88 億円(対前年度比 100.8％)、となっています。

・ 県下の民有林面積のうち私有林が 88.2％、公有林が 11.8％となっています。私有林の

内訳は個人所有が最も多く、私有林全体の 61.7％を占めています。

・ 個人所有の規模別体数をみると、所有面積１ha 未満が 57.9％を占め、1～5ha と合わ

せると全体の 86.9％が５ha 未満の零細な所有となっています。

所有形態別民有林面積の割合
（平成23年度）
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資料：県森林整備課調べ

注：地域森林計画対象内森林のみ集計

個人所有林の所有規模別体数の割合
（平成 23 年度）

林業産出額（林業粗生産額）の推移 生産林業所得の推移

資料：県森林整備課調べ

林業産出額（林業粗生産額）の推移
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資料：農林水産省｢平成22年林業産出額｣ 資料：農林水産省｢平成22年林業産出額｣

林業算出額（林業粗生産額）の推移
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（２）木材生産・木材需要

・ 平成 23 年の素材生産量は 334 千 m３で、前年より 9千 m３増加しました。

・ 樹種別では、スギが最も多く生産されており171千 m３（構成比51％）となりました。

・ 平成 23 年の素材の供給量は 428 千 m３で、前年より 39 千 m３増加しました。このうち県

内材の供給量は 334 千㎥で全体の 78％を占めています。

・ 平成 23 年の素材の需要量は 428 千 m３で、そのうち製材用の割合が 56％と最も高く

なっています。

・ 平成 23 年度の新設住宅着工戸数は 10,630 戸で、前年度に比べて 531 戸減少しました。

木造率は 76.1％と前年度に比べて 1.7％増加しています。

樹種別素材生産量の推移
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資料：農林水産省｢木材需給報告書（木材統計）｣

資料：農林水産省｢木材需給報告書（木材統計）｣

注：調査の中止により 13 年度以降の

「ﾊﾟﾙﾌﾟ・ﾁｯﾌﾟ」は「ﾁｯﾌﾟ」のみの数値

資料：県建築指導課｢着工新設住宅概報｣
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（３）特用林産物

・ 平成 23 年のキノコ類の生産量は、「生シイタケ」は 2,186t で対前年比 96.3％、「ナ

メコ」は 1,709t で対前年比 89.1％となっています。

キノコ類生産量の推移
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（４）林道・作業道

・ 平成 23 年度の林道（自動車道と軽車道の計）開設延長は 7.3km で、対前年度比 59.8％

と大幅に減少しています。総延長は 4,498km、2,051 路線となっています。また民有林林

道密度（自動車道と軽車道の計）は、6.6m/ha となっています。

・ 作業道の開設は、造林補助事業、路網整備地域連携モデル事業等で実施されており、

平成 23 年度の開設延長は 259.6km で、対前年度比 121.6％と前年度を上回っています。

林道開設延長と林道密度の推移
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（５）林業労働力・林業機械

・ 林家（保有山林 1ha 以上）戸数は減少傾向にあります。平成 22 年は平成 17 年調査に

比べ、農家林家数は 957 戸(4％）減少、非農家林家数は 276 戸(2％）増加となっていま

す。

・ 平成 23 年度の森林技術者数は 1,161 人で、前年度を若干下回っています（対前年度比

99.6％）。

・ 平成 23 年度の森林組合の作業班員は 661 人で、前年度に比べて２人減少しました。

・ 生産性の向上、労働環境の改善等の効果が期待される高性能林業機械は、平成５年に

導入されて以来年々増加し、平成 23 年度には県下で 135 台となっています。

林家戸数の推移
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３ 森林の多面的機能の評価額

森林の多面的機能の評価額･･･森林は私たちの生活に欠くことのできない様々な働きを持っています。

◆ 森林が持つさまざまな機能をお金に換算し評価（試算）すると、下表のとおりです。

（単位：億円）

機能の種類
全国

評価

岐阜県

評価

全国比

（％）
説 明 試算方法

二酸化炭素吸収 12,391 471 3.8 温暖化の原因である二酸化炭

素を吸収する機能

木質バイオマスの増量から森林の二酸

化炭素吸収量を算出し、火力発電所に

おける科学的湿式吸着法による二酸化

炭素回収コストで代替し評価

化石燃料代替 2,261 42 1.9 木材を使うことで二酸化炭素

の放出を抑制する機能

現在の木造住宅がすべてＲＣ造、鉄骨プ

レハブで建設された場合に増加する炭

素放出量を算定し、これを火力発電所科

学的湿式吸着法による二酸化炭素回収

コストで代替し評価

表面浸食防止 282,565 6,739 2.4 下草や落枝落葉に覆われてい

ることにより地表の浸食を抑

制する機能

有林地と無林地における土砂の年間浸

食深の差と森林面積により、森林地域全

体の浸食土砂量の差を森林による浸食

防止量とし、これを砂防えん堤で代替

表層崩壊防止 84,421 2,914 3.5 森林の樹木が地中に深く根を

張り巡らすことによって土砂

の崩壊を防ぐ機能

有林地と無林地における崩壊面積の差

から森林による崩壊軽減面積を推定し、

これを山腹工事費用で代替

洪水緩和 64,686 2,493 3.9 森林の土壌が、雨水を貯留し、

河川へ流れ込む水の量を平準

化して洪水を緩和する機能

直接流出量（洪水流量）を軽減し、豪雨

時のピーク流量を低下させる森林の機

能を洪水防止機能として評価すること

とし、森林と裸地の比較において流量調

節量を算定し、これを治水ダムで代替

水資源貯留 87,407 4,110 4.7 森林の土壌はスポンジのよう

に隙間がたくさんある構造に

なっており、この隙間に水を蓄

える機能

森林地帯への降水量から樹冠による遮

断、樹木による蒸散を差し引いて算定

し、これを利水ダムで代替

水質浄化 146,361 5,665 3.9 雨水が森林土壌を通過するこ

とにより、水質が浄化される機

能

「水資源貯留機能」で試算した地形要因

を加味しない流域貯留量のうち、生活用

水として利用されている量相当分を水

道料金で代替、その他を雨水利用施設で

代替

保健休養 22,546 775 3.4 樹木がフィトンチッドに代表

される揮発性物質を出すこと

で、人に対し直接的な健康増進

効果を与える機能。また、行楽

やスポーツの場を提供する機

能

(社)日本観光協会「観光の実体と志向」

（平成 10 年 9 月調査）をもとに、自然

風景をみることを目的とした旅行費用

から算定

合計 702,638 23,209 3.3 県民 1人あたり：約 110 万円

森林１ha あたり：約 270 万円

注:日本学術会議答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」（平成 13年 11月 1日）

及び国答申に基づく岐阜県の試算による。岐阜県の試算は平成１3年度データに基づく。

＜参考＞
全国

(千 ha)

岐阜県

(千 ha)

全国比

（％）

森林面積 25,121 866 3.4


